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１ 安全計画の策定及び送迎用自動車の安全装置装備の義務化について 

【安全計画の策定について】 

基準省令の改正により、障害児の安全の確保を図るため、障害児通所支援事業者は事業

所ごとに安全計画を策定し、その内容を従業者に周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施することが義務付けられます。（経過措置：令和 6年 3月 31 日まで） 

  つきましては、各事業所において経過措置期間中に、安全計画を策定するなど、適正な

運用を図っていただくようお願いいたします。 

 〇安全計画とは 

  事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含め

た事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練そ

の他事業所における安全に関する事項についての計画 

 〇義務化内容（経過措置：令和 6年 3月 31 日） 

  ①事業所ごとに安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければなら

ない 

  ②従業者に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施し

なければならない 

  ③障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計

画に基づく取組の内容等について周知しなければならない 

  ④定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする 

※詳細につきましては、ウェルネットなごや等にて、周知させていただきます。 
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【送迎用自動車の安全装置装備の義務化について】 

令和 4年 9月に起きた、送迎用バスへの園児置き去り死亡事案を受け、同年 10 月に「こ

どものバス送迎・安全徹底プラン」が示されました。 

  同プランに基づき、省令が改正され、児童の所在確認と送迎用バス等への安全装置の装

備が義務付けられました。 

〇義務化内容（②については経過措置：令和 6年 3月 31 日※） 

  ①乗降車の際に点呼等の方法により児童の所在を確認 

   児童の送迎や事業所外での活動のために自動車を運行する場合、児童の自動車への乗

降車の際に、点呼等の方法により児童の所在確認をすること。 

  ②送迎用自動車への安全装置の装備及び当該装置を用いて降車時の①の所在確認 

   送迎用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落と

しを防止するための装置を備え、当該装置を用いて、降車時の①の所在確認をするこ

と。 

※安全装置の装備が困難な場合は、令和 6年 3月 31 日までの間、代替措置で可 

〇②の安全装置の導入等にかかる補助事業につきましては、ウェルネットなごや等にて、 

別途、ご案内をさせていただきます。 
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① 乗降車の際に点呼等の方法により園児等 の所在を確認
② 送迎用バスへの安全装置の装備 及び当該装置を用いて、

①降車時の の所在確認

所在確認や安全装置の装備の義務づけ

令和４年９月に起きた、送迎用バスへの園児置き去り死亡事案を受け、同年10月に幼児等の所在確認
と送迎用バス等への安全装置の装備の義務付けを含む「こどものバス送迎・安全徹底プラン」が取りまとめられ
たところ。同プランを踏まえ、内閣府・文部科学省・厚生労働省の府省令等について、所要の改正を行った。

１．改正の趣旨

２．改正概要

３．施行期日

安全装置の装備が困難な場合は、

令和５年４月１日 令和６年４月１日

安全装置を用いた所在確認

代替措置で可

令和５年４月１日（ 令和４年12月28日公布）
※②については、経過措置あり

降車時確認式

自動検知式

（※１）

（※２）

※１「園児等」には、保育所・幼稚園・認定こども園等の幼児のほか、小学校・中学校・義務教育学校・高
等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校・専修学校の児童生徒・学生を含む。

※２国土交通省のガイドライン（令和４年12月20日公表）に適合していることが求められる。

＜代替措置の例＞

運転席に確認を促すチェックシートを備え付けるととも
に、車体後方に園児等の所在確認を行ったことを記録
する書面を備えるなど、園児等が降車した後に運転手
等が車内の確認を怠ることがないようにする。

3
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運転席

助手席

運転席

助手席

運転席

助手席

２列目
シート

１列目 ２列目 （３列目以降）

２列目
シート

３列目
シート

②対象外

①対象

２列目
シート

３列目
シート

③場合に
よる

※年間通じて使用できない

人が座るシート等

人が座らないシート

２列シート車

園児が確実に３列目以降の座席を
使用できないように園児が確実に
通過できない鍵付きの柵を車体に
固着させて２列目までと３列目以
降を隔絶するなどしており、現実
的には見落としの恐れがないと考
えられる場合は、「対象外」。

①安全装置の装備の義務づけの例外となる自動車のイメージ

※対象外とするかどうかは、本イ
メージを機械的に当てはめるので
はなく、個々の自動車の利用の態
様に応じ、安全装置の装備が義務
づけられる経緯・趣旨に鑑み、そ
の判断は十分慎重に行うこと。 4
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運転席

助手席

２列目
シート

１列目 ２列目 （３列目以降）

④対象
車椅子

人が座るシート等

運転席

助手席

⑤場合に
よる

車椅子車椅子

車椅子

車椅子

車椅子

②安全装置の装備の義務づけの例外となる自動車のイメージ

全員が後部から乗降するなど、乗
降の際の死角がない運用となり、
現実的には見落としの恐れがない
と考えられる場合は、「対象
外」。

＜福祉車両＞
人が座らないシート

※対象外とするかどうかは、本イメージを機械的に当てはめるのではなく、個々の自動車の利用の態
様に応じ、安全装置の装備が義務づけられる経緯・趣旨に鑑み、その判断は十分慎重に行うこと。

5
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送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドラインの対象となる装置

• 送迎用バスへのこどもの置き去り事故の防止に役立つ安全装置として、最低限の要件を定めた。
• 降車時確認式、自動検知式の２種類の装置を対象とした。

降車時確認式の装置

自動検知式の装置

エンジン停止後、運転者等に
車内の確認を促す車内向けの警報

車内を確認し、運転者等が車両後部の
装置を操作すると警報が停止

確認が一定時間行われない場合、
更に、車外向けに警報

エンジン停止から一定時間後に
センサーによる車内の検知を開始

置き去りにされたこどもを検知すると、
車外向けに警報 8
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ガイドラインにおいて規定された主な要件

① 運転者等が車内の確認を怠った場合には、
速やかに車内への警報を行うとともに、
15分以内に車外への警報を発すること

④ 装置が故障・電源喪失した場合には、
運転者等に対してアラーム等で故障を
通知すること※

③ 十分な耐久性を有すること
例）−30～65℃への耐温性、耐震性、
防水・防塵性等

② こども等がいたずらできない位置に警報
を停止する装置を設置すること

※自動検知式においては15分以内にセンサーの作動を開始

※電源プラグを容易に外せない装置に限り、回路を二重系にして故障の
確率を低くした場合には、当該故障の通知要件を緩和する。

9
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２ 身体拘束廃止未実施減算について 

身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において事業所が取り組むべき事項

が追加され、令和 4 年 4 月から義務化されるとともに、令和 5 年 4 月から未実施の場合、

減算の適用が開始されます。 

つきましては、各事業所において運営基準を遵守するとともに、身体拘束について適正

な運用を図っていただくようお願いいたします。 

〇運営基準 

  ①身体拘束等の記録の整備 

  ②身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催、その結果について従業者

に周知徹底 

  ③身体拘束の適正化のための指針の整備 

  ④従業者への研修実施 

  ※②～④については令和 4年度から義務化 

〇減算の取扱い 

 ・運営基準の①～④を満たしていない場合に、基本報酬を減算（5単位/日） 

・②～④については令和 5年 4月から減算適用 

〇参考資料 

・ 身体拘束等の適正化の推進（R3.4.19 第 107 回社会保障審議会障害者部会資料） 

・ 障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（令和 4 年 4 月 厚生労

働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室） 
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３ 業務継続計画の策定について 

令和 3年度の報酬改定において、すべての障害児通所支援事業者は業務継続計画（BCP）

を策定し、その内容を従業者に周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施す

ることが義務付けられました。（経過措置：令和 6 年 3 月 31 日まで） 

  つきましては、各事業所において経過措置期間中に、厚生労働省のガイドラインやひな

形を参考に業務継続計画を策定するなど、適正な運用を図っていただくようお願いいたし

ます。 

 〇業務継続計画（BCP）とは 

  感染症や災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するた

め及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画 

 〇義務化内容（経過措置：令和 6年 3月 31 日） 

  ①業務継続計画の策定 

  ②定期的な研修・訓練の実施 

  ③業務継続計画の定期的な見直し 

〇参考資料 

・ 障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガ 

イドライン（令和 2年 12 月 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部） 

・ 障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン（令和 3

年 3月 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部） 

・ 障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続計

画（BCP）作成のポイント（令和 2年度 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 業

務継続計画（BCP）作成支援指導者養成研修資料） 

・ 障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続計画（BCP）作成のポ

イント（令和 3 年度 厚生労働省 自然災害における障害福祉サービス類型に応じた

業務継続計画（BCP）マニュアル作成支援のための研修資料） 

・ 新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画（通所系） ひな形（厚生労

働省） 

・ 自然災害発生時における業務継続計画 ひな型（厚生労働省） 
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４ 感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための対策について 

令和 3年度の報酬改定において、すべての障害児通所支援事業者は、感染症及び食中毒

の予防並びにまん延の防止のための取り組みを行うことが義務付けられました。（経過措

置：令和 6 年 3 月 31 日まで） 

  つきましては、各事業所において経過措置期間までに、厚生労働省のマニュアル・手引

きやひな形を参考に指針を整備するなど、感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止の

ための取り組みについて、適正な運用を図っていただくようお願いいたします。 

 〇義務化内容（経過措置：令和 6年 3月 31 日） 

  ①感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための対策を検討する委員会の設置、

その結果について従業者に周知徹底 

  ②感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための指針の整備 

  ③従業者への定期的な研修・訓練の実施 

〇参考資料 

・ 障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル（厚生労働省） 

・ 障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引き（令和 4年 3月 厚生

労働省） 

・ 感染対策指針 ひな型【標準版】（厚生労働省） 

・ 感染対策指針 ひな型【簡易版】（厚生労働省） 
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５ 児童発達支援管理責任者の配置要件等について 

令和元年度より児童発達支援管理責任者研修制度の見直しがありましたが、見直し後の研

修体系について改めて確認していただきますようお願いいたします。 

（１）基礎研修について 

基礎研修修了のみでは児童発達支援管理責任者として従事することはできません。

（令和 3年度までに基礎研修修了時点で実務経験を満たしている方については、実践研

修を修了していなくても、基礎研修修了日後 3年間は児童発達支援管理責任者とみなす

経過措置あり） 

（２）実践研修について 

基礎研修修了後、実践研修受講前 5年間に 2年以上の実務経験を経た上で、実践研修

を修了しないと児童発達支援管理責任者として従事することはできません。なお、令和

3 年度までに基礎研修修了者で経過措置に該当する方について、経過措置期間終了後ま

でに実践研修を修了していない場合、児童発達支援管理責任者として従事することはで

きません。 

（３）更新研修について 

   5 年ごとの更新制度となりましたが、平成 30 年度までの研修体系（旧体系）におい

て受講済みの方については、平成 31 年 4 月以降、5 年間は、更新研修受講前でも引き

続き児童発達支援管理責任者として従事可能です。ただし、この場合、5 年間の間（令

和 6年 3月 31 まで）に更新研修を修了し、以降 5 年ごとの更新研修を受講しなければ

児童発達支援管理責任者として従事できません。 

   なお、期限内に更新研修を修了しなかった場合は、受講期限の年度末（3月 31 日）を

もって実践研修の修了証書は失効します。失効後に児童発達支援管理責任者として配置

するためには、実践研修を再度修了する必要があります。 
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６ 個別サポート加算Ⅱの取扱いについて 

令和 3年度報酬改定により令和 3年 4月から新たに創設された「個別サポート加算Ⅱ」の

算定について、別紙様式（障害児通所支援事業所における連携先機関等との連携支援につい

て（個別サポート加算Ⅱ））を活用していただきますようお願いいたします。

※子ども福祉課への提出は必要ありませんが、加算要件に該当するかどうかの判断に迷うケースが

ありましたらご相談ください。 

※記録がなく算定の要件を満たさずに請求をしていることが判明した場合、返還を求めることがあ

ります。 

参考：児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準

等の制定に伴う実施上の留意事項について 

⑫の３ 個別サポート加算（Ⅱ）の取扱い 

通所報酬告示第１の９のロの個別サポート加算（Ⅱ）については、要保護児童又は要支援児童を受け入れた場合において、家庭との

関わりや、心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携が必要となることを考慮し、児童相談所や母子健康包括支

援センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師との連携を行う場合に評価を行うものであり、以下のとおり取り扱うこと

とする。 

ただし、これらの支援の必要性について、通所給付決定保護者に説明することが適当ではない場合があることから、本加算の趣旨等

について理解した上で、本加算の算定について慎重に検討すること。 

（一） 児童相談所や母子健康包括支援センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会又は医師（以下「連携先機関等」という。）

と、障害児が要保護児童又は要支援児童であるとの認識や、障害児への支援の状況等を共有しつつ支援を行うこと。 

（二） 連携先機関等との（一）の共有は、年に１回以上行うこととし、その記録を文書で保管すること。なお、ここでいう文書は、

連携先機関等が作成した文書又は児童発達支援事業所が作成した文書であって、連携先機関等と共有するなど、児童発達支援事業所と

連携先機関等の双方で共有しているものであり、単に児童発達支援事業所において口頭でのやりとりをメモして保管しているだけの文

書は対象とならない。 

（三） （一）のように、連携先機関等と障害児への支援の状況等について共有しながら支援をしていくことについて、児童発達支援

計画に位置づけ、通所給付決定保護者の同意を得ること。 

（四） 市町村から、連携先機関等との連携や、障害児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況等について回答する

ものとする。 

※放課後等デイサービスについては上記を準用 
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障害児通所支援事業所における

連携先機関等との連携支援について（個別サポート加算Ⅱ）

作成日：令和 年 月 日

※各項目について、枠内に収まらない場合は適宜枠を広げて記入してください。 

担当職員             

児童氏名（生年月日）

【受給者番号】

（  年  月  日）

【           】

個別サポート加算Ⅱ

算定開始日
令和  年   月   日

算定要件チェック項目

※該当する項目に○をつけてくだ

さい。該当しない項目がある場合

は算定できません。

・個別支援計画書に、連携機関先等との連携支援の内容について記載し、本加

算の趣旨や支援内容を保護者に説明し同意を得ている。

・連携機関先等と支援状況等を年１回以上共有し、その記録を文書にて双方で

保管している。

連 携 支 援 内 容

１．児童の状況

（概要）

２．連携先機関等との

  連携内容

  （概要）

３．連携先機関等

※児童相談所や母子健康包括支援

センター等の公的機関や、要保

護児童対策地域協議会、医師

４．連携機関先等と

支援状況等の

共有日（直近）

令和  年   月   日

５．保護者同意日 令和  年   月   日

６．その他

（様式）
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８ やむを得ない定員超過の取扱いについて 

「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」

第 39 条に基づき定員を遵守する必要がありますが、やむを得ない定員超過として、以下の

Ｑ＆Ａの内容に該当するケースがありましたら、別紙様式（障害児通所支援事業所における

「やむを得ない定員超過」理由書）を子ども福祉課までメール送付していただき事前相談し

てください。 

【メールアドレス：a2520-02@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp】

※メール送付するとともに電話にて送付する旨ご連絡ください。 

※メールの件名に「やむを得ない定員超過」の文言を入れてください。

参考：令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.４（令和３年５月７日）

問 28 定員超過は、指定基準において「災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合」

に可能としているが、以下のような理由も「やむを得ない事情」として認められるの

か。また、「やむを得ない事情」については、これらの理由のほか、各都道府県等にお

いて個別の事情ごとに判断して差し支えないと考えてよいか。 

ア 障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい障害

児に継続した支援を行う必要がある場合。 

イ 障害児の家庭の状況や、地域資源の状況等から、当該事業所での受け入れをしない

と、障害児の福祉を損ねることとなる場合。 

（答） 

いずれの場合も、「やむを得ない事情」があるものとして差し支えない。また、都道府県

等において個別の事情ごとに判断する取扱いも貴見のとおりである。 

アのようなケースについては、利用人数が恒常的に利用定員を超えている状態でなけれ

ば、速やかに是正を図る必要はない。 

イのようなケースについては、既存の利用者が利用をやめる際に、利用人数の調整を行

うなどの方法で是正を図れば足りるものとする。 

16



障害児通所支援事業所における「やむを得ない定員超過」理由書

提出日：令和 年 月 日

事業所番号

事業所名

法人名

担当者名 電話番号

メールアドレス

※各項目について、枠内に収まらない場合は適宜枠を広げて記入してください。 

児童氏名（生年月日）

【受給者番号】

（  年  月  日）

【           】

算定要件チェック項目

※該当する項目に○をつけてくだ

さい。

ア 障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難し

い障害児に継続した支援を行う必要がある。

イ 障害児の家庭の状況や、地域資源の状況等から、当該事業所での受け入れを

しないと、障害児の福祉を損ねることとなる。

理 由

１．児童の状況

２．受け入れが必要な

理由

３．定員調整が難しい

理由

４．他の事業所等で

受け入れできない

理由

５．その他

（様式）
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８ 障害福祉サービス経験者の取扱いについて 

令和 3年度報酬改定により令和 3年 4月から、専門性及び質の向上に向けて「障害福祉

サービス経験者」を廃止し、保育士・児童指導員のみとするとした人員基準の見直しがあ

りました。 

それに伴い令和 3 年 3 月 31 日時点で旧基準に基づく指定を受けている事業所について

は、令和 5 年 3 月 31 日まで「障害福祉サービス経験者」を人員基準に含めることのでき

る経過措置が認められていましたが、令和 5 年 4 月 1 日からは経過措置がなくなります。

それにより、職員欠如とならないか。児童指導員等加配加算や専門的支援加算をそれまで

と同様に算定できるかどうかについて必ず確認をしてください。 

参考：児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について 

【R3.4 改正 新旧対照表】 

改 正 後 現 行 

１ 人員に関する基準 

(１) 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるもの

を除く。）に係る従業者の員数（基準第５条） 

① 児童指導員又は保育士（基準第５条第１項第１号） 

「提供を行う時間帯を通じて専ら当該児童発達支援の提供に当

たる」とは、指定児童発達支援の単位ごとに児童指導員又は保育

士について、指定児童発達支援の提供時間帯を通じて当該職種の

従業者が常に確保され、必要な配置を行うよう定めたものである。 

(例) 提供時間帯を通じて専従する保育士の場合、その員数は１人 

となるが、提供時間帯の２分の１ずつ専従する保育士の場合は、

その員数としては、２人が必要となる。 

また、ここでいう「障害児の数」は、指定児童発達支援の単位ご

との障害児の数をいうものであり、障害児の数は実利用者の数を

いうものである。 

令和３年４月１日において、現に指定を受けている指定児童発

達支援事業所については、令和５年３月 31 日までの間は、障害

福祉サービス経験者についても、基準第５条第１項第１号の員数

に加えることができるものとする。

１ 人員に関する基準 

(１) 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるもの

を除く。）に係る従業者の員数（基準第５条） 

基準第５条は、指定児童発達支援事業所（児童発達支援センター 

であるものを除く。）に置くべき従業者の員数を規定したものであ 

るが、特に次の点に留意するものとする。 

① 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者（基準第５条

第１項第１号） 

「提供を行う時間帯を通じて専ら当該児童発達支援の提供に当た 

る」とは、指定児童発達支援の単位ごとに児童指導員、保育士又

は障害福祉サービス経験者について、指定児童発達支援の提供時

間帯を通じて当該職種の従業者が常に確保され、必要な配置を行

うよう定めたものである。

(例) 提供時間帯を通じて専従する保育士の場合、その員数は１人 

となるが、提供時間帯の２分の１ずつ専従する保育士の場合は、

その員数としては、２人が必要となる。 

また、ここでいう「障害児の数」は、指定児童発達支援の単位ご

との障害児の数をいうものであり、障害児の数は実利用者の数を

いうものである。 

※放課後等デイサービスは上記を準用 
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９ 医療的ケア児に係る基本報酬の算定に関する届出について 

令和 3 年度報酬改定により令和 3 年 4 月から新たに創設された「医療的ケア児に係る基

本報酬」の算定について、令和 5 年 4 月以降新たに算定する場合は、下記の届出一式を前月

15 日（消印有効）までに子ども福祉課まで届出してください。 

※令和 5年 4月算定開始の場合は、令和 5年 4月 15 日（消印有効）までに届出してください。 

※別紙「医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて（Vol.2）」参照

【届出】 

① 障害児（通所）給付費算定に係る体制等に関する届出書 

②（別添）医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定に関する届出書 

③（参考様式５）従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

≪データ≫  

ウェルネットなごや ＞ ＴＯＰ ＞ 事業者の方へ ＞ 障害児通所支援の事業者指定・登録等  

＞ 指定・登録の様式等ダウンロード 

（URL：https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/provider/tsusyo/shitei_yoshiki.html）
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１０．実務経験、常勤職員の欠勤の取扱い 

実務経験および常勤職員の欠勤の取扱いについて、令和 5 年 4 月 1 日から以下の取扱い
といたします。 

（１）実務経験について 
 【従前の取扱い】 
   実務経験に係る期間の算定については、業務に従事した期間が 1 年以上であり、か
つ、実際に業務に従事した日数が 1年あたり 180 日以上であること。 
また、一月当たり 10日以上の実務経験については、月数・日数を合算できる。 

   原則として、同一事業所の経験ごとに判断する。（同一月に同種の別事業所で勤務し
ている場合は、日数を合算して 10 日以上であれば算入できる）。 

≪例≫ 児童発達支援管理責任者 5 年 900 日以上の実務経験が必要な場合 

A 事業所（障害児通所支援事業） 4 年 11か月      891 日 
 B 事業所（障害児通所支援事業）    １か月       9 日 

 ※B 事業所が一月の勤務が 9日のため、A事業所との実務経験が合算できない。 
  実務経験が「4年 11 カ月 891 日」となるため、配置要件を満たさない。 

 【令和 5年 4月 1日以降の取扱い】 
   実務経験に係る期間の算定については、業務に従事した期間が 1 年以上であり、か
つ、実際に業務に従事した日数が 1年あたり 180 日以上であること。 

≪例≫ 児童発達支援管理責任者 5 年 900 日以上の実務経験が必要な場合 

A 事業所（障害児通所支援事業） 4 年 11か月      891 日 
 B 事業所（障害児通所支援事業）    １か月       9 日 

 ※A事業所およびB事業所の実務経験を合算し、「5年 900 日」となるため、配置
要件を満たす。 
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（２）常勤職員の欠勤の取扱いについて 
  常勤職員については、就業規則、雇用契約書等によって定められている休暇については、 
その期間が暦月で 1月を超えるものでない限り、常勤として勤務したものとして常勤換 
算に含めることができる。 

【参考】 
平成 19 年 12月 19 日厚生労働省障害福祉サービスに係るＱ＆Ａ（指定基準・報酬関係）
（ＶＯＬ.２） 

問６ 看護師・理学療法士・作業療法士・生活支援員等の職員が、病欠や年休（有給休暇
等）・休職等により出勤していない場合、その穴埋めを行わなければならないのか。 

（回答） 
非常勤職員が上記理由等により欠勤している場合、その分は常勤換算に入れること
はできない。しかし、常勤換算は一週間単位の当該事業所の勤務状況によるため、必
ずしも欠勤したその日に埋め合わせる必要はなく、他の日に埋め合わせをし、トータ
ルで常勤換算上の数値を満たせば足りる。また、常勤の職員が上記理由等により欠勤
している場合については、その期間が暦月で１月を超えるものでない限り、常勤とし
て勤務したものとして常勤換算に含めることができる。 
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４ ハラスメント対策について 

事業者は、適切な支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。 

＜特に留意されたい内容＞ 

ａ 事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発職場におけるハラスメントの内容及び職

場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発

すること。 

ｂ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備相談に対応する担当者をあらか

じめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、従業者に周知

すること。 

＜参考＞ 

厚生労働省のサイト「あかるい職場応援団」 

ハラスメント対策導入のための各種マニュアルやオンライン研修等 

『https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/』

  ※上記ウェブサイトにあるリーフレットを参考に添付してあります。 
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（ 別紙２）  

障害児通所支援における定員超過利用減算の要件等について 

１ 事業所における定員超過状況の確認について

  児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業

所（ 以下「 事業所」 という。） においては、以下の定員超過及び定員超過利用減算

の要件について改めて確認されたい。  

  定員を超過して利用者を受け入れている事業所においては、毎月の報酬の請求に

当たって、別添の「 障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シー

ト」 により、定員超過利用減算の算定の要否の確認を行い、定員超過利用減算の算

定に遺漏がないようにされたい。

２ 定員超過について

（ １） 基本原則

   事業所は、指定基準 ※（ ）において利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、児

童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービス（ 以下「 通所支援」

という。） の提供を行ってはならないこととしている。  

   利用定員を超過して障害児に通所支援を行うことは指定基準を満たさないこ

とになるため、事業所においては、利用定員を超過しないよう、障害児の利用す

る曜日等の調整をするものとする。  
※  （ ） 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（ 平成24年

厚生労働省令第15号）  

（ ２） やむを得ない事情がある場合の取扱い

   定員超過については、災害、虐待その他のやむを得ない事情（ 以下「 やむを得

ない事情」 という。） がある場合は、この限りではない。事業所においては、や

むを得ない事情が無く利用定員を超過している場合は、速やかに是正を図るよう

努めるものとする。  

   やむを得ない事情がある場合の考え方は、以下のＱ＆Ａも参照するものとする。 
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令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.４（令和３年５月７日）

問 28 定員超過は、指定基準において「災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合」に

可能としているが、以下のような理由も「やむを得ない事情」として認められるのか。また、

「やむを得ない事情」については、これらの理由のほか、各都道府県等において個別の事

情ごとに判断して差し支えないと考えてよいか。 

  ア 障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい障害児

に継続した支援を行う必要がある場合。 

  イ 障害児の家庭の状況や、地域資源の状況等から、当該事業所での受け入れをしないと、

障害児の福祉を損ねることとなる場合。

（答） 

いずれの場合も、「やむを得ない事情」があるものとして差し支えない。また、都道府県等におい

て個別の事情ごとに判断する取扱いも貴見のとおりである。 

アのようなケースについては、利用人数が恒常的に利用定員を超えている状態でなければ、速

やかに是正を図る必要はない。 

イのようなケースについては、既存の利用者が利用をやめる際に、利用人数の調整を行うなど

の方法で是正を図れば足りるものとする。 

   上記Ｑ＆Ａの「 利用人数が恒常的に利用定員を超えている状態」 かどうかは、

１月における利用児童数（ やむを得ない事情がある障害児の数は除く ） の合計人

数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数を超えるかどうかで判断するものとす

る。  

（例）利用定員 10人、１月の開所日数が 22 日の場合 

  ・ 10 人×22日＝220 人（延べ障害児数） 

   ⇒  障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい障害
児を受け入れていることで、定員を超過する日があったとしても、当該月の延べ障害児

数が220人を超えない場合、「利用人数が恒常的に利用定員を超えている状態」には該

当しない。 

３ 定員超過利用減算について

  原則、次の（ １） 及び（ ２） の範囲の定員超過利用については、適正なサービス

の提供が確保されることを前提に可能とする一方、（ １）又は（ ２）の範囲を超える

定員超過利用については、定員超過利用減算を行うこととしている。これは適正な

サービスの提供を確保するための規定であり、指定障害児通所支援事業所等は、当

該範囲を超える過剰な定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。  

（ １） １日当たりの利用実績による定員超過利用減算の取扱い

  ①  利用定員50人以下の場合 
    １日の障害児の数（ 複数のサービス提供単位が設置されている場合にあって

は、当該サービス提供単位ごとの障害児の数をいう。以下同じ。）が、利用定員

（ 複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サービス提

供単位ごとの利用定員をいう。以下同じ。） に100分の150を乗じて得た数を

超える場合に、当該１日について障害児全員につき減算を行うものとする。  
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（例１）定員 10 人の場合・・・10 人×1.5＝15 人 

   ・ １日の障害児の数が 15人 ：定員超過利用減算とならない。 

   ・ １日の障害児の数が 16人 ：定員超過利用減算となる。 

→（例２）定員５人の場合・・・５人×1.5＝7.5 人 ８人（小数点以下切り上げ） 

   ・ １日の障害児の数が８人 ：定員超過利用減算とならない。 

   ・ １日の障害児の数が９人 ：定員超過利用減算となる。 

  ②  利用定員51人以上の場合 
    １日の障害児の数が、利用定員に、当該利用定員から 50 を差し引いた数に

100分の25を乗じて得た数に、25を加えた数を加えて得た数を超える場合に、

当該１日について障害児全員につき減算を行うものとする。  

→ 88（例）定員 60 人の場合・・・60 人＋（60 人－50）×0.25＋25＝87.5 人 人（小数点以下切り

上げ） 

  ・ １日の障害児の数が 88 人 ：定員超過利用減算とならない。 

  ・ １日の障害児の数が 89 人 ：定員超過利用減算となる。 

（ ２） 過去３月間の利用実績による定員超過利用減算の取扱い

  ①  利用定員12人以上の場合 
    直近の過去３月間の障害児の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数

に100分の125を乗じて得た数を超える場合に、当該１月間について障害児全

員につき減算を行うものとする。なお、開所日は暦日ではない点に留意する。 

（例）利用定員 30人、１月の開所日数が 22日の場合 

  ・ 30 人×22日×３月＝1,980 人 

  ・ 1,980 人×1.25＝2,475 人（受入可能延べ障害児） 

   ⇒  ３月間の総延べ障害児数が 2,475 人を超える場合に減算となる。 

  ②  利用定員11人以下の場合 
    直近の過去３月間の利用者の延べ数が、利用定員に３を加えて得た数に開所

日数を乗じて得た数を超える場合に減算を行うものとする。  

（例）利用定員 10人、１月の開所日数が 22日の場合 

  ・ （10 人＋３）×22日×３月＝858人（受入可能延べ障害児） 

   ⇒  ３月間の総延べ障害児数が 858 人を超える場合に減算となる。 

（ ３） 多機能型事業所等における定員超過利用減算の取扱い

   多機能型事業所における１日当たりの利用実績による定員超過利用減算及び

過去３月間の利用実績による定員超過利用減算については、（ １） 及び（ ２）

と同様とする。  

   ただし、当該多機能型事業所が行う複数のサービスごとに利用定員を定めて

いる場合にあっては、当該サービスごとに、当該利用定員を超える受入れ可能

人数を算出するものとする。  
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（例１）利用定員30人の多機能型事業所（児童発達支援の利用定員10人、生活介護の利用

定員 20 人）の場合の１日当たりの利用実績による定員超過利用減算 

  ○  児童発達支援・・・10 人×1.5＝15人 
   ・ １日の障害児の数が 15人 ：定員超過利用減算とならない。 

   ・ １日の障害児の数が 16人 ：定員超過利用減算となる。（児童発達支援のみ） 

  ○  生活介護・・・20 人×1.5＝30 人 
   ・ １日の障害者の数が 30人 ：定員超過利用減算とならない。 

   ・ １日の障害者の数が 31人 ：定員超過利用減算となる。（生活介護のみ） 

（例２）利用定員 30 人、１月の開所日数が 22 日の多機能型事業所（児童発達支援の利用定

員 10 人、生活介護の利用定員 20人）の場合の過去３月間の利用実績による定員超過

利用減算 

  ○  児童発達支援 
    ・ 10 人×22 日×３月＝660 人 

    ・ 660 人×125％＝825 人（受入可能延べ障害児数） 

    ⇒  ３月間の総延べ障害児数が 825 人を超える場合、児童発達支援は減算となる。 
  ○  生活介護 
    ・ 20 人×22 日×３月＝1,320 人 

    ・ 1,320 人×125％＝1,650 人（受入可能延べ障害者数） 

    ⇒  ３月間の総延べ障害者数が 1,650 人を超える場合、生活介護は減算となる。 

（ ４） やむを得ない事由により障害児の数から除外するときの取扱い

  （ １） から（ ３） における障害児の数の算定に当たり、災害等やむを得ない事

由により受け入れる障害児は除く ことができるものとする。  

  なお、２の（ ２） に記載したＱ＆Ａにおける「 障害の特性や病状等のため欠席

しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい障害児」 は、この取扱いの対象と

はならない点に留意されたい（ 欠席しがちであっても、利用をする場合は障害児

の数として計上する） 。  

※  （ １） ～（ ４） の計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合につい
ては、小数点以下を切り上げるものとする。  

（ ５） 定員超過利用の前提となる適正なサービス提供について

  定員超過利用を可能とする前提となる「 適正なサービスの提供」 について、具体

的な取扱いは以下のとおりとしている点に留意すること。  

  なお、人員基準等を満たしている場合でも、（ １）又は（ ２）の範囲を超える定員

超過利用については、定員超過利用減算を行う必要がある点にも留意すること。  

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL. ４（ 令和３年５月７日）

問26 報酬告示の留意事項通知において、「 利用定員を上回る障害児を利用させているい

わゆる定員超過利用について、原則、次の範囲の定員超過利用については、適正なサ

ービスが確保されることを前提に可能とする」 とあるが、適正なサービスが確保され

ているかどうかはどのように考えるのか。

（ 答）  

 実際の利用人数に応じた人員基準や設備基準を満たしていること（ 例：利用人数が12人の

場合、児童指導員又は保育士を３人配置すること） を想定している。  
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なお、災害の直後に必要な児童指導員等の確保ができない場合等合理的な理由が認められ

る場合は、利用定員に応じた人員基準（ 例： 利用定員10人の場合で12人利用するときに、

児童指導員又は保育士を２人配置） のまま定員超過することもやむを得ないものとする。
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障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート 令和 年度分　　

★  ⑧数字の入力方法や、に表示される用語の意味については、「記載例・表示内容の説明」のシートもご確認ください。

令和 0 年度

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

① 延べ利用者数（人）（ 注１）

② 過去3月間の延べ利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

③ 利用定員（人）

④ 開所日数（日）

⑤ 利用定員×開所日数
③ ④（ × ）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⑥ 受入可能延べ利用者数（人）（ 注２） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⑦ 過去3月間の受入可能延べ利用者
の合計数（人）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⑧ 定員超過利用減算の算定の要否
② ⑦（ ＞ ＝減算必要）

error error error error error error error error error error error error

⑤ ③ ④（注２）利用定員が12人以上の場合：「 ×（125／100）」、「11人以下の場合：（ ＋3）× 」

前年度

①（注１）災害等やむを得ない事由により受け入れる障害児は、 の人数から除くことができる。ただし、「障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むこと
が難しい障害児」は、この取扱いの対象とはならない点に留意されたい（欠席しがちであっても、利用をする場合は障害児の数として計上する）。

※ 例えば、４月に定員超過が生じたときは、２月、３月、５月、６月にも入力が必要。前年度の２月に定員超過が生じたときは、１月、３月、４月に入力が必要（欄が無い前年度12月以前は記入不要）。
※ 本シートを作成する「定員超過が生じた場合」は、１日でも利用定員を超過した日があるときも含み、また、災害等やむを得ない事由により定員超過となっている場合も含めるものとする。

● 本様式により定員超過利用減算の算定が不要と確認した月であっても、当該月のうち、１日に利用定員の１５０％を超えるなど一定の範囲を超えて障害児を受
け入れた日がある場合には、当該日について定員超過利用減算の算定が必要となる点に留意すること。

提供単位（単位分けを行っている場合のみ記入）

● 定員超過利用減算は過去３ヶ月分の利用状況により算出するため、定員超過が生じた場合、当該月の前後２ヶ月についても利用者数等を入力すること。

事業所名

提供サービス名

水色のセルに入力をし

てください。

（色のないセルは自動

入力です。）
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障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート 令和 4 年度分　　

★  ⑧数字の入力方法や、に表示される用語の意味については、「記載例・説明」のシートもご確認ください。

令和 4 年度

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

① 延べ利用者数（人）（ 注１） 200 200 400 190 190

② 過去3月間の延べ利用者数（人） 400 800 790 780 380 190 0 0 0 0 0 0

③ 利用定員（人） 10 10 10 10 10

④ 開所日数（日） 20 20 20 20 20

⑤ 利用定員×開所日数
③ ④（ × ）

0 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⑥ 受入可能延べ利用者数（人）（ 注２） 0 260 260 260 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⑦ 過去3月間の受入可能延べ利用者
の合計数（人）

520 780 780 780 520 260 0 0 0 0 0 0

⑧ 定員超過利用減算の算定の要否
② ⑦（ ＞ ＝減算必要）

error 減算必要 減算必要 減算不要 error error error error error error error error

⑤ ③ ④（注２）利用定員が12人以上の場合：「 ×（125／100）」、「11人以下の場合：（ ＋3）× 」

記載例・表示内容の説明

前年度

①（注１）災害等やむを得ない事由により受け入れる障害児は、 の人数から除くことができる。ただし、「障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むこと
が難しい障害児」は、この取扱いの対象とはならない点に留意されたい（欠席しがちであっても、利用をする場合は障害児の数として計上する）。

● 定員超過利用減算は過去３ヶ月分の利用状況により算出するため、定員超過が生じた場合、当該月の前後２ヶ月についても利用者数等を入力すること。

事業所名 ○ ○ 事業所
提供サービス名 児童発達支援及び放課後等デイサービス（多機能型）

提供単位（単位分けを行っている場合のみ記入） 単位１

※ 例えば、４月に定員超過が生じたときは、２月、３月、５月、６月にも入力が必要。前年度の２月に定員超過が生じたときは、１月、３月、４月に入力が必要（欄が無い前年度12月以前は記入不要）。
※ 本シートを作成する「定員超過が生じた場合」は、１日でも利用定員を超過した日があるときも含み、また、災害等やむを得ない事由により定員超過となっている場合も含めるものとする。

● 本様式により定員超過利用減算の算定が不要と確認した月であっても、当該月のうち、１日に利用定員の１５０％を超えるなど一定の範囲を超えて障害児を受
け入れた日がある場合には、当該日について定員超過利用減算の算定が必要となる点に留意すること。

水色のセルに入力

をしてください。

（色のないセルは自

動入力です。）

年度を入力してください。

単位分けを行っている場合、単位の名

称を入力してください。事業所で単位

の名称を定めていない場合は、どの単

位のシートかが分かるよう、適宜名称

を設定してください。（ 「単位１」などの

名称でも構いません。）

①の前３月の数字を合計して、表示
しています。

⑥の前３月の数字を合計して、表示
しています。

減算の要否を判定する上で必要な前

① ③ ④3月の数字（ 、 、 の欄） が全

て入力されない場合、「error」が表示

されたままになります。

① ③ ④、 、 の欄の数字を入力しないと、減算の要否が正

しく表示されません。

入力漏れがないようにしてください。

・ ４月だけ定員超過が生じた場合は、6月まで入力した時点で下のような表になります。

② ⑦ ⑧・ この例では、５月・６月で、 「過去３月間の延べ利用者数」が、 「過去３月間の受入可能延べ利用者の合計数」を超えるので、５月と６月の の欄に、「減算必要」と

表示されています。そのため、５月と６月は、定員超過利用減算を算定する必要があります。

② ⑦ ⑧・ ７月は、 が の数字を超えていないので、 の欄に、「減算不要」と表示されます。７月は、定員超過利用減算を算定する必要はありません。
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議題２ 令和５年度給付費体制等の届出について 

１．令和５年度給付費体制等の届出について 

今年度も、障害児（通所）給付費算定に係る体制等の確認を行います。ウェル

ネットなごや（※下記参照）からダウンロードのうえ、以下の書類のご提出をお

願いします。記載漏れのないようにご注意ください。 

対象事業所は、指定を受けている全事業所（令和 5年 4月新規指定事業所も含

む）となります。 

（１）全事業所対象 

①障害児（通所）給付費体制等変更確認書 

②人員チェックシート 

③従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（令和 5年 4月のもの） 

④令和 4年度勤務実績一覧表 

⑤障害児（通所）給付費の算定に係る体制等状況一覧表 

⑥障害児(通所)給付費算定に係る体制等に関する届出書 

⑦各種加算にかかる加算届出書、添付書類等（資格者証等） 

※児童発達支援について、令和 5 年 4 月から区分Ⅰの給付費体制を取る場合

は、令和 5 年 3 月時点において区分Ⅰで届出をしていても必ず「算定区分

に関する届出書」の提出が必要です。提出がない場合は令和 5 年 4 月から

は区分Ⅱとなります。 

※職員等の変更がない場合については、上記の①～⑦の書類を提出し、職員

等に変更がある場合は以下の書類が必要です。 

 （２）人員等に変更がある事業所 

児童発達支援管理責任者、保育士・児童指導員等の有資格者、又は 

その他指導員等、人員に変更がある場合 

⑧指定障害児通所支援事業者変更届出書及び添付書類（⑦提出済は除く） 

「ウェルネットなごやトップ」＞「事業所の方へ」＞「障害児通所支援の事業者

指定・登録等」＞「指定・登録の様式等ダウンロード」＞令和 5年度 障害児（通

所）給付費算定に係る体制等の確認について

30



注意点等 

※令和 5 年 5 月 1 日の算定加算届も令和 5 年 4 月 14 日（金）（郵送の場合は

4 月 15 日消印有効）が締切になっています。提出期限を過ぎると、6 月以

降の算定になりますのでご注意ください。 

※加算届出書や添付書類等についての詳細は、ウェルネットなごやをご覧く

ださい。 

※様式が改正された書類もありますので、必ず最新の様式をウェルネットな

ごやからダウンロードしてください。 

※職員配置変更により加算が算定できなくなっていないかどうか確認してく

ださい。 

（３）提出先 

〒460-8508（住所不要） 

名古屋市役所子ども青少年局子ども福祉課子ども発達支援係 

※介護保険課、障害者支援課等の他課のものと、同一封筒で送付することは

事務処理上支障が生じますので、ご遠慮ください。 

（４）提出期限 

提出期限…令和 5年 4月 14 日(金)（※郵送の場合は 4月 15 日消印有効） 

お願い 

4 月当初は、体制届や加算の算定に関し、多数の質問・お問合せのお電話をいただ

き、即時にお応えできない状況となることが予想されます。事業者の方におかれまし

ては、「指定基準・加算届等にかかる質問票」により、ＦＡＸ又はメールでのお問合せ

にご協力いただきますようお願いします。 

２．令和 5年度分の障害福祉サービス等処遇改善加算の届出について 

  本加算は、福祉・介護職員の賃金改善に充当されることを目的に算定される加算

であり、①福祉・介護職員処遇改善加算、②福祉・介護職員等特定処遇改善加算、

③福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の 3種類があります。 

  令和 4年度に加算を算定している場合でも、令和 5年度も引き続き算定する場合

は、改めて届出が必要になりますので、ご注意ください。 

（１）提出方法及び提出先 

  原則として、専用の提出フォームからご提出ください。インターネット環境がな

いなどの事業により提出フォームからの提出が不可の場合は、郵送でも受け付けま

すので事前に電話にてお申し出ください。封筒の宛先に「処遇改善計画書在中」と

記載してください。

【提出先】〒460-8508（住所不要） 

名古屋市役所子ども青少年局子ども福祉課子ども発達支援係 
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※介護保険課、障害者支援課等の他課のものと、同一封筒で送付することは

事務処理上支障が生じますので、ご遠慮ください。 

（２）提出期限 

提出期限…令和 5年 4月 14 日(金)（※郵送の場合は 4月 15 日消印有効） 

（３）提出書類 

様式をウェルネットなごやからダウンロードしてください。 

＞TOP＞事業者の方へ＞新着情報＞令和 5年度分の障害福祉サービス等処遇改善加算の

届出について 

３．令和 4年度分の障害福祉サービス等処遇改善加算の実績報告  

（１）提出期限 

令和4年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告 

書を提出することとなっています。 

（２）提出書類 

様式をウェルネットなごやからダウンロードしてください。 

＞TOP＞事業者の方へ＞障害福祉サービス等の事業者指定・登録・請求事務 

＞令和 4年度分 処遇改善加算 

４．休止及び廃止の届出について 

  事業を休止または廃止する場合、下記のとおり法律で定められております。 

 参考(児童福祉法 抜粋) 

 第 21 条の 5の 19 

④指定障害児通所支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休

止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定通所支援を受

けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続

き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障

害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児事業者等その他

関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 

第 21 条の 5の 20 

  ④指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休

止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又

は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければな

らない。 

つきましては、休止または廃止する場合は上記の責務が果たされたことが確認で

きる書類を必ずご提出ください。 

  なお、休止または廃止に係る届出の提出期限は休止・廃止する日の 1か月前まで

ですので、電話でご予約のうえ提出期限に間に合うようご連絡ください。
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（１）実地指導における主な指摘事項

※以下の「基準省令」とは、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成 24年厚生労働省令第 15号）」を指す。 

① 内容及び手続きの説明［基準省令第 12 条］、運営規定［基準省令第 37 条］ 

重要事項説明書、契約書及び運営規定において、説明すべき内容に不備があったため

整備すること。 

【事例】従業者の勤務体制、サービス提供時間等が届出内容と違う。提供するサービスの第

三者評価の実施状況が記載されていない。キャンセル料の記載や、制度外サービスの記載

がある。日用品費の画一的徴収（月額○○円）。行政機関窓口の連絡先・所管課の相違。

日付・署名記載漏れ。 

② 支援提供の記録［基準省令第 21 条］   

   支援を提供した際は、その都度支援の提供日、内容その他必要な事項を記録するこ

と。また、保護者から支援を提供したことについて確認を得ること。 

【事例】児童発達支援（放課後等デイサービス）提供実績記録票に保護者のサインを得るこ

と。欠席時対応加算の算定の際は当該障害児の状況を確認するだけでなく、引き続き利用

を促進するなどの相談援助を行い、その内容を記載すること。 

③ 通所給付費の額に係る通知等［基準省令第 25 条］ 

   法定代理受領により給付費の支給を受けた場合は、保護者に対し、保護者に係る給

付費の額を遅滞なく通知すること。 

④ 基本取扱方針［基準省令第 26 条］ 

支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、自ら評価を行うとともに、保護者によ

る評価を受けて、その改善を図ること。 

【事例】児童発達支援ガイドラインを参考にし、事業者向け、保護者向け評価表を活用し、

自己評価及び改善の内容を公表すること。おおむね 1年に 1回以上、インターネットの利

用等（すてっぷサポート）により公表すること。 

⑤ 児童発達支援（放課後等デイサービス）計画の作成［基準省令第 27 条］ 

児童発達支援管理責任者は、支援計画の作成にあたっては原案を作成し、原案につい

て会議を開催し、検討の内容を記録すること。 

児童発達支援管理責任者は、支援計画の作成後、モニタリングを行うとともに、少 

なくとも 6 月に 1 回以上、支援計画の見直しを行うこと。支援計画の見直しに当たっ

ては、会議を開催するとともに、見直しの内容について保護者等の同意を得ること 

【事例】支援計画原案がない。支援計画に児童発達支援管理責任者氏名、日付、計画期間が

記載されていない。担当者間の会議録の不備。アセスメントやモニタリングに当たっては、

保護者や障害児と面接し、内容等について記録をすること。支援計画について、保護者に

対して口頭のみの説明になっていて、同意の記載がない、計画書の交付がされていない等

の不備。 
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⑥ 運営規程［基準省令第 37 条］

運営規定について、令和 3年 4月の基準省令の改正を反映したものに変更すること。 

  【事例】運営規定に虐待防止委員会等の記載がないため、運営規定を改正すること 

⑦ 勤務体制の確保等［基準省令第 38 条］ 

従業者の勤務の体制を定めること。従業者の資質の向上のために、その研修の機会を

確保すること。また、適切な支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超

えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の

必要な措置を講じること。 

【事例】営業時間中に人がいない、サービス提供時間を通じて人員基準を満たしていない（休

憩時間も含む）。勤務状況が確認できる書類（出勤簿など）が整備されていない。常勤者が

常勤勤務していない、勤務時間中に当該事業所の業務に従事していない。本市に届出が提

出されていない職員が従事している。ハラスメントの相談窓口等を設置すること。 

⑧ 定員の遵守［基準省令第 39 条］ 

利用定員を超えて支援の提供を行ってはならず、定員を遵守すること。 

【事例】定員超過が恒常的にみられるため、すみやかに改善すること。 

 ⑨ 非常災害対策［基準省令第 40 条］ 

本市条例に基づき、定期的（月 1 回以上）に避難、救出その他必要な訓練を行うこ

と。 

【事例】月１回以上の避難訓練等を実施すること。非常災害に関する具体的計画を立てるこ

と。避難訓練等が画一的にならないように内容を工夫すること。記録を整備すること。 

 ⑩ 衛生管理等［基準省令第 41 条］ 

障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めること。 

【事例】食器類の保管について衛生管理すること。手作りされたおやつ等の場合は、そのサ

ンプルの保存に努めること。 

⑪ 掲示［基準省令第 43 条］ 

事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関等、

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。 

【事例】利用者が見やすい場所に掲示すること。従業者の勤務体制、協力医療機関の掲示を

すること。 

⑫ 身体拘束等の禁止［基準省令第 44 条］ 

支援の提供にあたっては、障害児や他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為を行わない

こと。やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その様態及び時間、その際の障害児の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。 

また、身体拘束等の適正化のため、下記の対応を図ること。 
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(1) 対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、 

従業者に周知する。 

(2) 指針を整備する。 

(3) 従業者に対し、研修を定期的に実施する。 

(4) 記録を整備する。 

【事例】身体拘束を行った場合の記録様式やファイルを備えること。指針作成にあたり、留

意事項通知に記載の内容を盛り込むこと。 

⑬ 虐待防止［基準省令第 45 条］ 

   虐待防止のため、下記の対応を図ること。 

   (1) 対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業

者に周知する。 

(2) 従業者に対し、研修を定期的に実施する。 

(3) 虐待防止等のための責任者を設置する。 

   【事例】委員会を開催しているが、従業者への周知が図れていないため、委員会の

議事録を供覧する等し、従業者全員へ周知を図ること。 

⑭ 秘密保持［基準省令第 47 条］ 

   従業者等は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を

漏らしてはならない。 

【事例】従業者及び従業者であった者が、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を

退職後も漏らすことがないよう、従業者と誓約書により取り決める等、必要な措置を講ず

ること。 

⑮ 事故発生時の対応［基準省令第 52 条］ 

支援の提供により事故が発生した場合は、必要な措置を講ずるとともに、速やかに子

ども福祉課に連絡を行うこと。 

【事例】事故の状況及び事故に際して採った処置並びに再発防止について、記録すること。

医療機関への対応、家族への連絡及び対応について、速やかに行うこと。ヒヤリハットと

事故を区別して記録し保管すること。 

⑯ 会計の区分［基準省令第 53 条］ 

事業所ごとに経理を区分するとともに、指定障害児通所支援の事業の会計と、その 

他の事業の会計を区分すること。 

⑰ 記録の整備［基準省令第 54 条］ 

従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備すること。 

【事例】従業者の記録や設備・備品の管理簿を整備すること。非常勤職員の出勤簿（タイム

カード等）は、事業所ごとに整備すること。従業者が事業所を離れる際の記録がなされて

いないため、目的、時間、出張先について記録すること。従業者が他のサービスに従事し

た場合に、その事業に従事した時間を控除すること。法人役員が指定基準上の配置にかか

わる場合（求められる配置の員数、常勤者、加算の対象者となっている等）は、勤務の記
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録を整備すること。雇用契約や労働条件通知書が実際の勤務と異なるため整備すること。 

⑱ 変更の届出［児童福祉法第 21 条の 5の 20］ 

事業所の内容に変更があったときは、10 日以内に届け出ること。 

【事例】管理者や児童発達支援管理責任者の変更届が未提出、運営規程を変更したが未届け、

数か月前の変更届を提出等。 

※ その他の事項についても、指定基準を遵守のうえ、適切に事業運営を行っていただ

くとともに、支援の質の向上に努めていただくようお願いします。 
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２　よくある質問Ｑ＆Ａ集

Ｎｏ 項目 Q A

1 人員基準
管理者が他の職務と兼務する場合、どの程度管理業務に従事する必要があるの
か。

1日の半分以上は管理業務に従事する必要がある。

2 人員基準 児童相談所の職員は、児童指導員要件の実務経験としてカウントできるのか。
児童指導員要件の実務経験にあたる児童福祉事業は、第1種・第2種社会福祉事業
に記載のある事業のことである。児童相談所など、それに該当しない職種は原則
児童指導員要件の実務経験としてカウントできない。

3 人員基準 事業所職員は派遣職員でもよいか。

基準省令第38条の第2項に基づき不可である。ただし、障害児の支援に直接及ぼ
さない業務や主に重症心身障害児を通わせる事業における機能訓練担当職員及び
看護職員（他に常勤看護職員を直接雇用している場合に限る。）についてはその
限りではない。

4 人員基準
保育士証がなければ保育士として認められないとのことだが、登録の申請中であ
り登録済通知書があればよいか。

お見込みの通りである。登録事務処理センターへの振込用紙のみは不可。

5 人員基準
放課後児童健全育成事業での実務経験を、児童福祉事業の実務経験に含めること
について、放課後児童健全育成事業の届出以降の実務経験しか実務経験として認
められないのか。

お見込みの通りである。

6 人員基準 実務経験を満たすことが見込みの段階での変更届・加算届の提出は可能なのか。 不可である。変更届・加算届提出時点で実務経験を満たしている必要がある。

7 人員欠如
定員10人の事業所で、定員超過した日は児童指導員または保育士がサービス提供
時間中に2人だけだと人員欠如となるのか。

人員欠如となる。
定員超過の場合は、障害児の数が10人を超えて5人又はその端数を増すごとに児
童指導員または保育士をプラス1人配置する必要がある。

8 人員欠如
児童発達支援管理責任者欠如の場合、児童指導員等加配加算は算定できないの
か。

児童指導員等加配加算の算定については、人員基準が満たされていることが要件
となっているため算定できない。
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Ｎｏ 項目 Q A

9 請求関係 インフルエンザで学級閉鎖した場合は学校休業日として請求してよいか。 学級閉鎖となった学級のみ学校休業日として請求してよい。

10 請求関係
夏季休業中の登校日（全校出校日、プール指導日）は平日と学校休業日のどちら
で請求すればよいのか。

長期休業日の期間は、全てが休業日のため、プールや全校出校日であっても休業
日での算定が可能。

11 請求関係 通信制高校の場合の平日と学校休業日はどのように判断すればよいのか。
学校休業日を学校ごとにより定めているため、それぞれの学校に問い合わせる必
要がある。ただし、学則に定めれていない場合は、公立学校に準じる扱いとす
る。

12 請求関係
不登校の就学児が放課後等デイサービスを利用することは可能なのか。また、請
求は平日と学校休業日のどちらで請求すればよいのか。

利用は可能であり、平日での請求となる。

13 医療連携体制加算
医師の指示書で「見守り」となっており、バイタルチェックや見守りだけを行っ
た場合算定できるのか。

バイタルチェックや見守りで算定することは制度の趣旨とは異なるため算定でき
ない。看護師でなくてもやれることについて算定することは不適切である。

14 開所時間減算
放課後等デイサービスにおいて、サービス提供時間が4時間の場合、開所時間減
算は学校休業日のみでよいのか。

学校休業日のみでよい。給付費体制等の届出は開所時間減算「あり」で届出する
こと。

15 家庭連携加算 送迎時に相談支援を行ったときは算定してよいか。 加算の要件を満たしていれば送迎時であっても算定してよい。

16 強度行動障害児支援加算 行動援護従業者養成研修修了者が支援した場合に算定してよいか。
行動援護従業者養成研修に強度行動障害者支援者研修のカリキュラムが含まれて
いるため、当該研修修了証をもって算定対象として取り扱う。

17 欠席時対応加算
月4回までとされているが、欠席が5回以上となった場合に事業所独自でキャンセ
ル料を請求できるのか。

請求できない。
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18 欠席時対応加算
急遽Ａ事業所を欠席し、同日Ｂ事業所を利用した場合は、Ａ事業所は算定できる
のか。

平成30年度報酬改定等に関するＱＡ「問109」に基づき、欠席時対応加算の算定
要は、急病等により利用を中止する場合であって、基本的には同日に異なる事業
所が報酬を算定することは想定していない。このため、利用者の連絡漏れ等によ
り、急遽利用中止となった場合は、Ａ事業所は欠席時対応加算の算定はできな
い。なお、Ｂ事業所については、基本報酬等について算定できる。

19 欠席時対応加算
当日キャンセルがあり、他の方が利用することとなり定員10人の利用となった。
請求人数が11人となり定員を超えた形となるが算定してよいか。

算定してよい。

20 事業所内相談支援加算
利用児童が別事業所を利用している同日又は学校に通っている間に保護者に対し
相談援助を行った場合算定できるのか。

令和3年度度報酬改定の留意事項通知より、利用児童を同席させることが望ましくない場
合等、利用児童の保護者のみを対象としても算定できる。なお、令和3年度報酬改定等に
関するQ＆A「問55」において、保護者への相談援助を行う日に、利用児童が別の事業所
を利用する場合も算定が可能であるが、同一日に2つ以上の事業所による相談を行う場
合、算定できるのはいずれかの事業所のみとなる。

21 送迎加算 祖父母宅への送迎は算定してよいか。
居宅に準ずるものとして算定できるが、事前に利用者と合意のうえ個別支援計画
等に定めておく必要がある。

22 延長支援加算 営業時間が8時間で、サービス提供時間が7時間の場合算定してよいか。
不可である。サービス提供時間が8時間以上あり、その前後において計画に基づ
いた支援を行った場合に算定できる。

23 個別支援計画未作成減算
個別支援計画が作成されずサービス提供が行われていた場合減算になるとのこと
だが、保護者等の同意を得られていないが作成はしてあるときは減算になるの
か。

保護者等の同意を得て交付までできていなければ減算となる。基準省令第27条に
基づき作成に係る一連の業務が適切に行う必要がある。

24 定員超過利用減算
過去3ヶ月間の平均利用障害児数が定員の125%を超過している場合、どの月の分
が減算となるのか。

6月、7月、8月の平均が超過した場合は、9月分について利用障害児全員につき減
算となる。

25 支援内容
出張記録簿について、サービス提供時間外の軽微な事由（短時間の買い物等）に
ついても記載が必要か。

記載の必要はないが、長時間になるようであれば記載は必要である。

26 支援内容
利用者とともに事業所外の施設等へ外出する際（利用者が一人も事業所にいな
い）には、事業所に職員を配置する必要はあるのか。

利用者からの連絡等に対応するため1名以上職員を配置する必要がある。
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27 支援内容
報酬告示に規定してある定員超過利用減算の対象とならなければ、定員を超えて
利用者を受入れることは可能なのか。

定員は厳守であり不可である。
【参考：基準省令39条】
利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、支援の提供を行ってはならない。ただし、災
害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

28 支援内容
イベント（クリスマス会や卒業式等）について定員を超えて受け入れてもよい
か。

定員は厳守であり不可である。

29 支援内容
押印廃止のなか、個別支援計画書について利用者の確認として押印は必要なの
か。

同意を得たことが確認できれば自署によるサインがあれば、押印は必ずしも必要
ではない。

30 支援内容 利用者がいない時間帯に児童指導員等が法人業務を行ってよいのか。 児童指導員等が法人本部の仕事を行うことは本来業務でないため不可。

31 記録の整備
サービス提供実績記録簿および契約書を電子保管したいが、電子保管はよいの
か。

電子保管でもよい。ただし、実地指導等の際に訪問した職員が確認できるように
すること。

32 記録の整備 諸記録について、5年間保存しないといけない記録は何か。

少なくとも次に掲げる記録については、提供した日から5年間の保存すること。
①通所支援の記録提供　②個別支援計画　③区市町村への通知に係る記録　④身
体拘束等の記録　⑤苦情の内容等の記録　⑥事故の状況及び事故に際して採った
処置についての記録

40



３ 事業所における緊急時の対応について

事故等が発生した場合の報告及び報告書の提出について 

1  事故報告及び報告書の提出にあたって 

事故等の報告や報告書の提出は、事故の状況を把握することにより、子どもが事業所

を安全に安心して利用できるよう、調査・検討して再発防止の資料として活用するため

のものです。したがって、事故等が発生した場合は、すみやかに子ども福祉課へ報告する

とともに、事故等報告書の作成にあたっては、事実を正確に記載してください。 

2  事故等の報告対象事案 

事業所において、日常の支援の中で起きた子どもの怪我や事故及び過失、事業所内で

の感染症及び警察や消防が関与するような事案が報告の対象です。

(1) 子どもへの事故等 

・事業所内外を問わず、子どもが怪我をした場合 

（医療機関における治療の有無は問いません。） 

・子どもの行方が一時的でも分からなくなった場合 

・子ども等とトラブルが発生した場合 

・賠償金を支払う必要がある場合 

・上記以外で、同様な内容の事故等が続いた場合（遊具やおもちゃ、設備に関する 

事故等、送迎時等による事故等） 

(2) 感染症等の発生 

  ・MRSA、インフルエンザ、ノロウィルス、結核等の感染症が集団発生した場合または、 

子どもが感染症に羅患し、他の子どもに蔓延の恐れがあるため、必要な措置を講じ 

た場合 

(3) 管理運営上での事故等 

・受給者証や個別支援計画票等、子どもの個人情報に関するものを欠損もしくは滅失 

した場合 

・子どもや保護者等から預かった財物等を欠損もしくは滅失した場合 

・盗難や火災等、警察や消防が関与した場合 

・上記以外で、同様の内容な事故等が続いていた場合（すぐ見つかったものの欠損 

もしくは滅失が続いた場合、一歩間違えれば火災等になっていた場合等） 

3  事故等報告のながれ 

〇 上記に該当する事故等が発生した場合は、報告書の提出有無にかかわらず、子ども

福祉課まで、すみやかに一報してください。 

〇 事故等報告書については、事故等の対応が終結もしくは今後の見通しが出た段階で、

子ども福祉課まで提出してください。なお、事業所が報告書の提出が不要と判断され

ても、子ども福祉課から事故等報告書の提出を求める場合があります。 
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4  事故等報告書記載内容について 

〇 事故等の対象者が子どもの場合は、受給者証番号、子どもの氏名、生年月日（年

齢）のほか、その子ども障害の程度や特性について記載してください。 

〇 事故の発生日時、発生場所を記載し、場所が判明している場合は、見取図を添付し

てください。 

〇 発生区分を選択し、警察または消防の関与の有無についても記載してください。 

〇 事故発生の概要について、何が起きたのか数行で簡潔に記載してください。 

〇 事故発生後の対応について、事故の発生原因、事故発生時の状況、事故の程度、対

応経過を簡潔に分かりやすく記載してください。 

・治療のため医療機関を受診した場合は、その内容を記載してください。 

・感染症等の場合は、発生後の感染者数及び推移を報告してください。 

・盗難や火災等で警察や消防が関与した場合は、連絡先や部署名等も記載してくだ

さい。 

 〇 子どもや保護者等への対応については、忘れずに記載してください。 

〇 報告内容が多岐にわたる場合は、別添に記載するなどして工夫してください。 

〇 今後の再発防止と管理者の所見について、今回の反省点及び再発防止の取組み内容

を記載し、管理者としての所見も併せて記載してください。 

5  注意事項 

事故等報告及び事故等報告書の提出は、事業所や従業者を非難するためのものではあ

りません。今後、同様の事故等が起こらないようにするためにはどうするかを考え、さら

なる事故等を防ぐことにもつながります。会議等を通して、支援や事業所運営に活かし

てください。 

なお、再発防止のため、子ども福祉課が他事業所への共有が必要と判断した場合は、事

業所や個人が特定できないよう配慮したうえで、事故内容等について公表する場合があ

ります。 

名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課子ども発達支援係 

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

電話(052)972-3187 ファックス(052)972-4438 
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事 故 等 報 告 書
令和〇年 〇月 〇日

（あて先）名古屋市子ども青少年局子ども福祉課

事業所

事 業 所 番 号 ２３５０００００００

所 在 地 名古屋市〇区〇〇町〇〇丁目〇―〇

名 称 児童デイサービス 〇〇〇〇

サービス種類 児童発達支援 放課後等デイサービス

法人名称 株式会社 〇〇〇

障害福祉サービス等の提供により発生した事故等について、次のとおり報告します。 

１ 事故等の対象者（感染症等の場合は記載不要）

受給者証番号 000123456789 氏  名 愛知 〇〇 

生年月日（年齢） 平成〇年 〇月  〇日生（  〇〇歳） 

障害の程度・特性 愛護手帳〇度 こだわりが強い。高いところに登ることが好き。 

２ 事故等の概要 

発生日時 平成〇年〇月〇日 〇時 〇分 発生場所 〇〇公園 

区 分 
 対人［→□誤飲,誤食,誤薬  けが □食中毒 □アレルギー □その他］ 

□ 対物 □ 感染症の発生      ※警察または消防の関与（□あり・ なし）

概要 

及び対応 

（概要を簡潔に記載） 

散歩で〇〇公園に出かけ遊んでいる際に、アスレチックから飛び降りバランス

を崩して顔面から落下したもの。 

（事故等の発生原因、発生時の状況・程度、対応経過等） ※詳細を別添(様式任意)で

記載 

〇時〇分、事業所から 1㎞離れた〇〇公園へ、子ども 6名、職員 3名で散歩に出かけ

た。〇時〇分に公園に着き、休憩を兼ねて自由時間として子どもたちを遊ばせていたと

ころ、〇〇さんが、高さ 2ｍほどのアスレチックから飛び降りた際にバランスを崩して

顔面から落下した。 

 〇〇さんは、口腔内からの出血と鼻血が出たため、職員の〇〇が応急手当てを行っ

た。本人は元気なようすではあったが、その後、近所の〇〇医院に同日の〇時〇分頃受

診した。診察の結果、衝撃により口腔内に傷がついたことによる出血があったものの、

歯などに異常はなく、また骨折もみられないことが分かった。 

 受診と同時に、職員の〇〇から〇時〇分に母親に電話連絡をし事情を伝えた。 

 受診を終えて事業所に戻り、〇〇さんを安静にさせた。〇時〇分に母親が迎えに来た

ため、あたらためて事情を報告するとともに、帰宅後に本人の様子が悪くなった場合

は、受診していただくこと、その際は職員の〇〇に連絡するよう依頼した。 

３ 今後の再発防止 

（反省点及び再発防止の取組み内容、管理者の所見） 

〇事故等の発生を踏まえて、原因や反省点について話し合ったこと等を具体的に記載してくださ

い。 

〇また、再発防止のために取り組むべき改善点や対応について具体的に記載してください。 

  〇今回の事故等を振り返り、管理者としての所見を記載してください。 

    ※記入欄が不足する場合は、別紙（様式任意）にて記載してください。 

管理者職・氏名（児童発達支援管理責任者兼管理者 〇〇 〇〇 印）連絡先（〇〇〇―〇〇〇〇） 

記入例
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（別紙） 

※様式は任意で構いません。 

〇事故等発生から対応までを時系列で記載するなど、事故等の詳細な経過について 

記載してください。 

〇事故等が発生した場所や状況が分かるように『見取り図』を記載してください。 

 〇その他、報告に必要な資料等を添付してください。 
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５　過去の行政処分案件について

年
度

法人名 事業所名
事業
種別

指定
年月日

処分内容 処分の原因となる事実
欠格事由
該当者※

処分日 返還金

コキア合同会社 放課後等デイサービスビエント
児童発達支援
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

H25.7.1 指定取消し
不正請求
虚偽の答弁
不正の手段による指定申請

代表社員
管理者

H27.6.30 29,960,757円

有限会社のぞみ デイサービスのぞみ 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ H25.4.1 指定取消し
不正請求
虚偽の答弁
不正の手段による指定申請

取締役
旧取締役
管理者

H28.3.31 45,607,055円

28 有限会社パル 第2ニコニコあみきハウス
児童発達支援
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

H27.4.1 指定取消し
不正請求
虚偽の答弁

代表取締役
取締役
管理者

H29.1.31 10,235,220円

能力探求スクール
ジーニアス植田校

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ H29.8.1
一部の効力停止
(6月新規受入停止)
H30.4.1～9.30

不正請求
虚偽の答弁
不正な手段による指定申請

なし H30.3.20 1,605,337円

能力探求スクール
ジーニアスラボ平手校

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ H28.11.1
一部の効力停止
(6月新規受入停止)
H30.4.1～9.30

不正請求
虚偽の答弁

なし H30.3.20 2,058,231円

株式会社ふぁいん ふぁいん中川あじさい園 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ H29.12.1 指定取消し
不正請求
虚偽の変更届
不正な手段による指定申請

代表取締役
(管理者不在)

H30.9.11 4,309,943円

株式会社
ダイアリークリエイト

だいありー
児童発達支援
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

H28.1.1 指定取消し
不正請求
虚偽の変更届
不正な手段による指定申請

代表取締役
取締役
管理者

H31.2.20 48,959,600円

一般社団法人
日本福祉協議機構

27

29

30

※指定の取消し処分を受けた事業者は、指定取消しの日から起算して5年を経過する間は児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の指定及び指定の更新を受けることができません。
　また、欠格事由に該当する者が役員である法人及び管理者である事業所は、指定取消しの日から起算して5年を経過する間は児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の指定及び指定の更新を受
けることができません。（児童福祉法21条の5の15第3項6号）
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新型コロナウイルス感染症対応時の

居宅等での支援提供による報酬算定について

担当職員             

支援提供日 令和   年   月   日（   ）

利 用 児 童

算定要件チェック項目

※該当する項目に○をつけてくだ

さい。該当しない項目がある場合

は算定できません。

・児童が新型コロナウイルスに感染することをおそれ通所での利用を控えてい

ること

・保護者が居宅等での支援の提供を望んでいること

・利用者負担額が発生することについて保護者に対し説明をしていること

・欠席時対応加算を算定する場合に行う対応だけではないこと

支 援 記 録

１．支援方法・

時間・場所

・訪 問（   ：   ～   ：   ）場 所（       ）

・電 話（   ：   ～   ：   ）

・その他（               ）

２．児童及び家族の

健康状態

３．児童の健康管理

４．支援内容

※できる限り詳細に記録す

ること。

・支援プログラム

・利用した教材（内容、利

用方法等）

・支援の達成状況

・今後の課題    等

５．その他

（参考様式）
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新型コロナウイルス感染症に関するウェルネットなごや掲載ページ 

① トップページ 

「事業者の方へ」をクリック 

② 事業者の方へ 

 「★重要情報」に掲載 
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本市では、障害児通所支援事業所等に所属する職員に対し、対人援助及び円滑

な組織運営のための知識や専門的技術等を習得することにより職員の能力の向

上を促すため、以下の研修・セミナーを実施しています。

研修の受託法人または名古屋市より各事業所へ開催案内を配布しますので、ぜ

ひご活用ください。 

高齢・障害福祉職員研修 
研修内容 障害福祉関係業務に従事するにあたり、必要な知識・技術を習

得するための研修 

対象者 全事業所職員 

※参考 令和 4年度：7月～2月 

（詳細については別添の令和 4年度実施計画参照）

介護保険・障害福祉サービス事業所経営セミナー 
内容 これからの介護・障害福祉人材の確保、育成のあり方と事業協

同組合の活用方法            

対象者 名古屋市内の事業所等を運営する法人の代表者 

※参考 令和 4年度：12 月、2月の計 2回実施 

強度行動障害児支援者養成研修事業 
研修内容 強度行動障害者の行動障害を軽減させ、安定した日常生活を送

ることができるよう、適切な支援を行う職員の人材育成を目的

とした研修 

対象者 全事業所職員（受講料：1万円） 

※参考 令和 4年度：9月、3月の計 2回実施 

障害児通所支援事業新規参入者研修 
研修内容 障害児福祉の制度、障害特性についての基礎的な研修 

対象者 障害児通所支援事業を初めて実施する法人又は事業所の法人代

表者もしくは事業所管理者等 

※参考 令和 4年度：11 月、3月の計 2回実施 

職員研修・セミナーのご案内
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障害児通所支援事業新規参入者等研修（初級研修） 
研修内容 発達障害への理解を深め、障害児支援技術の向上を図り、障害

児に対する支援の充実を図る研修 

対象者 障害児通所支援事業所に勤務する経験 3 年以下の職員 

※参考 令和 4年度：3月 実施 

障害児通所支援事業新規参入者等研修（中級研修） 
研修内容 事業者が障害児通所支援事業を実施する上で必要不可欠な障害

児の特性や障害児通所支援の制度に関する理解を深めることに

より、事業者が提供する障害児通所支援の質の向上に資するこ

とを目的と 

対象者 障害児通所支援事業所に勤務する児童指導員等 

※参考 令和 4年度：2月 実施 

小児救急救命講習 
研修内容 事業所での支援において、万一の時に適切な応急手当を行うた

めの知識・技術を習得する 

対象者 全事業所職員 

※参考 令和 4年度：7月 実施 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期等の措置が取られる場

合がございますので、ご承知おきください。 
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令和 4年 8月 4日

10：00～16：00

オンライン研修

令和 4年 7月22日

10：00～16：00

オンライン研修

 【1回目】令和 4年 7月27日

10：00～16：00

 【2回目】令和 4年11月 8日

10：00～16：00

オンライン研修

令和 4年 7月 5日

10：00～16：00

オンライン研修

令和 4年 9月13日

10：00～16：00

オンライン研修

 【1回目】令和 4年 8月19日

10：00～16：00

 【2回目】令和 4年10月 5日

10：00～16：00

オンライン研修

 【1回目】令和 4年11月15日

 【2回目】令和 5年 1月12日

10：00～16:30

オンライン研修

令和 4年11月16日

10：00～16：40

オンライン研修

令和 4年 9月30日

10:00～16:40

オンライン研修

令和 4年12月19日

10：00～16:00

オンライン研修

令和 4年12月20日

10:00～16:40

オンライン研修

令和 4年11月29日

10：00～16：00

オンライン研修

令和 5年 1月16日

10：00～16:00

オンライン研修

令和 4年 8月24日

10：00～16：40

オンライン研修

令和 4年 9月 7日

10：00～16:00

オンライン研修

令和 4年 7月 8日 【Aコース】

10：00～16：00 会計事務担当者

オンライン研修 【Bコース】
経営者・管理者

令和 4年10月12日 【Aコース】

10：00～16：00 会計事務担当者

オンライン研修 【Bコース】
経営者・管理者

令和 4年12月 8日 【Aコース】

10：00～16：00 会計事務担当者

オンライン研修 【Bコース】
経営者・管理者

名古屋人権擁護委員協議会 人権擁護委員
岩田竜司 氏

社会福祉法人なごや福祉施設協会
職員の皆様

名古屋人権擁護員協議会 人権擁護委員
青木 廣康 氏

社会福祉法人名古屋ライトハウス 明和寮 主任
逆瀬川浩二 氏
社会福祉法人名古屋ライトハウス 戸田川グリー
ンヴィレッジ 生活支援員 佐藤 佳祐 氏

人権・倫理研修
（中堅職員向け）

80

福祉従事者として身に着けておくべき人権や職業倫理に
ついて学び、職場での教育に取り入れてもらうとともに、他
所属・他職種の受講者同士で日々の業務を行う上でのアド
バイスや悩みを共有する機会とする。

名古屋人権擁護委員協議会 人権擁護委員
大水正孝 氏

株式会社イコール 代表取締役 小林知久 氏

概ね経験年数
3～5年の職員

人権・倫理研修
（管理者向け）

80
管理者・
人事労務事務
担当者

管理者として身に着けておくべき人権や職業倫理について
学び、利用者の処遇の向上を目指すとともに、他事業所等
の受講者同士で日々の業務を行う上でのアドバイスや悩み
を共有する機会とする。

名古屋人権擁護委員協議会 人権擁護委員
岩田竜司 氏

株式会社イコール 代表取締役 小林知久 氏

新任職員基礎研修
（高齢）

新任職員基礎研修
（障害）

100

100

高齢関係事業所
採用後１年未満

障害関係事業所
採用後１年未満

ファシリテーション研
修

80
概ね経験年数
3～5年の職員

ファシリテーターとしての役割やスキルを学ぶことで、会議
の活性化かつ効率的な進行が実現できるよう目指す。
※研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法につ
いての理解を図る研修を実施します。

株式会社日本マネジメント協会
中小企業診断士　宇井克己　氏

名古屋柳城短期大学
准教授　介護福祉士
大﨑　千秋　氏

令和４年度　名古屋市高齢・障害福祉職員研修事業　年間実施計画

研修体系区分研　　　修　　　名 日時・場所 定員 対象 研　　　修　　　の　　　ね　　　ら　　　い 講　師

高
齢
・
障
害
福
祉
職
員
向
け
共
通
研
修

新
規
採
用
者
職
員
研
修

介護記録研修
各回
100

介護記録の意義や目的、重要性とサービス提供との関係
性、活用方法について学び、演習では例題をもとに実際に
介護記録を書き、介護職員として留意すべき記録の書き
方、他者が読みやすい記録の書き方を学ぶことで、正確で
わかりやすい情報の記録・共有ができるよう目指す。

効率的な時間の使い方を学ぶことで、利用者へのサービス
の質を維持したまま、職員の負担の軽減や労働生産性の
向上を目指す。
※研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法につ
いての理解を図る研修を実施します。

対人援助技術研修
各回
１００

対人援助職としての役割や求められる姿勢、ケアの本質
（価値や倫理）等学ぶとともに、演習を交えながらコミュニ
ケーションスキルを学ぶことで、他職員との円滑な意思疎通
や協力・連携の向上、利用者・家族をより理解した援助がで
きるよう目指す。

株式会社マネジメントサポート
西井敏子 氏

福祉専門職としての
接遇研修

100 採用後１年未満
施設や事業所で障害をお持ちの方又は高齢等の利用者の
方との接し方といった、福祉の現場に特化した接遇方法を
演習を交えながら学び、利用者満足の向上を目指す。

よりそっと　代表　山本正子　氏

株式会社日本マネジメント協会
福島清誠　氏

中
堅
職
員
研
修

スーパービジョン
研修

各回
80
概ね経験年数
3～5年の職員

中堅職員が指導法のひとつであるスーパービジョンの理
論、指導者であるスーパーバイザーと指導される者である
スーパーバイジーそれぞれの役割、実践法について学ぶこ
とで、職場全体の対人援助職としての専門性を向上させ、
利用者の処遇向上を目指す。

ソーシャルワーカーサポートセンター
名古屋（SSN)　代表　浅野正嗣　氏

タイムマネジメント研
修

80
概ね経験年数
3～5年の職員

社
会
福
祉
法
人
会
計
事
務
員
研
修

会計基礎研修Ⅰ 各100

一般社団法人名北労働基準協会
企業内コンプライアンス教育推進室長
特定社会保険労務士　加藤豊　氏

メンタルヘルス研修 80
管理者・
人事労務事務
担当者

メンタルヘルスに関する知識を習得し、ストレスチェック制度
の効果的な活用法や、新型コロナ禍での自身や部下への
メンタルヘルスケア・対策について考え、職員の能力を十
分に発揮させられるよう目指す。

オフィス・イデア　特定社会保険労務士
上栁聡美　氏

管
理
者
研
修

人材定着研修 80
管理者・
人事労務事務
担当者

新型コロナ禍及び働き方改革の中での安心・安全で多様
で柔軟な働き方の実現、そのための職場の環境や制度の
整備、管理者の労務知識の向上から従業員の定着率向上
を目指す。
※研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法につ
いての理解を図る研修を実施します。

平松朗務事務所　社会保険労務士
平松和子　氏

労務管理研修 80
管理者・
人事労務事務
担当者

組織のコンプライアンスについて考え、事例を交えて適切
な労務管理の方法を学ぶことで、働きやすい職場環境の整
備につなげる。

会計基礎研修Ⅱ 各100

予算・決算対策研修 各100

・Ａコースは、社会福祉法人の予算・決算　作成すべき計算
書類について学ぶ。
・Ｂコースは、社会福祉法人の予算・決算と事業計画につ
いて学ぶ。

人材育成研修 80
管理者・
人事労務事務
担当者

人材育成の基礎知識や職場内のチームリーダーの育成に
ついて学び、事業所内でのメンバーシップ、チームアプ
ローチの向上を目指す。
※研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法につ
いての理解を図る研修を実施します。

高崎健康福祉大学　健康福祉学部
社会福祉学科　教授　永田　理香　氏

福祉従事者として必須である人権について学ぶとともに、
受講者同士の悩みの共有をおこなったり、新任職員の役割
を理解し将来像を描くことで、職員として成長するための取
り組む姿勢を学ぶ。また、先輩職員や受講者同士が日々の
業務を行う上でのアドバイスや悩みを共有する機会とする。

採用後3年未満

Aコース：田中・吉野会計事務所
税理士　吉野仁　氏

Bコース：田中・吉野会計事務所
税理士　吉野縫子　氏

・Ａコースは、簿記会計の役割とその基本的知識・重要性、
貸借対照表・資金収支計算書・事業活動計算書の関係、
作り方の基礎を学ぶ。
・Ｂコースは、決算書の見方を具体例から学ぶとともに、自
法人の決算書からポイントとなる指標を把握し、評価する。

・Ａコースは、社会福祉法人特有の会計処理やチェックリス
トの活用について学ぶ。
・Ｂコースは、SWOT分析やバランススコアカードを活用した
経営戦略の策定について学ぶ。

採用後3年未満

社会人としての
マナー研修

100 採用後１年未満
社会人として必要と考えられる接遇・マナーの基礎知識、
接遇技術・身だしなみや言葉遣い、コミュニケーションスキ
ルを総合的に学び、利用者満足の向上を目指す。

日本接遇教育協会　阿部ふみ 氏
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研修体系区分研　　　修　　　名 日時・場所 定員 対象 研　　　修　　　の　　　ね　　　ら　　　い 講　師

令和 4年12月15日

10:00～16:00

日本福祉大学中央福祉専門学校

令和 4年 8月26日

10:00～16:00

日本福祉大学中央福祉専門学校

 【1回目】令和 4年 7月11日

名古屋市医師会館

 【2回目】令和 4年12月 6日

名古屋市医師会館

10:00～16:00

令和 4年 8月25日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 5年 1月27日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 4年10月26日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 5年 1月26日

10:00～16:40

オンライン研修

 【1回目】令和 4年 8月 9日

 【2回目】令和 5年 2月27日

10:00～16:30

オンライン研修

令和 4年 9月28日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 4年11月14日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 4年10月24日

10:00～16:00

名古屋市医師会館

令和 4年11月10日

10:00～16:00

オンライン研修

 【1回目】令和 4年 8月 5日

 【2回目】令和 4年 8月 5日

 【3回目】令和 4年10月28日

 【4回目】令和 4年10月28日

 【5回目】令和 4年12月12日

 【6回目】令和 4年12月12日

各回の時間は右記の通り

名古屋市医師会館

 【1回目】令和 4年  7月25日

 【2回目】令和 5年　1月31日

10:00～16:00

オンライン研修

 【1回目】令和 4年 7月15日

10：00～16：40

 【2回目】令和 4年10月14日

10:00～16:40

オンライン研修

令和 5年 2月 2日

10:00～16:40

オンライン研修

高齢・障害福祉
事業所職員

地域共生社会についての基礎知識及び実現に向けての高
齢・障害・障害児の施設や事業所での関わり方や取り組み
方、事例等について学ぶ。

日本福祉大学中央福祉専門学校
校長　長岩　嘉文　氏

ＳＤＧｓ研修 100
高齢・障害福祉
事業所職員

SDGｓについての基礎知識や、事例とともに施設や事業所
でどのような取り組みができるか、また取り組み方法を考え
る。
※研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法につ
いての理解を図る研修を実施します。

一般社団法人ローカルＳＤＧｓネットワーク
木下聡　氏

地域共生社会研修 100

普通救命研修

よりそっと　代表　山本正子　氏

ターミナルケア研修 100
高齢・障害福祉
事業所職員

介護技術研修
（体位変換・移乗）

40
高齢・障害福祉
関係業務従事者

ボディメカニクス等の基礎知識と実技演習により職員の介
護技術を向上させ、腰痛予防と利用者の身体に負担の少
ない体位変換・移乗の実現を目指す。

日本福祉大学中央福祉専門学校
介護福祉士科専任教員　板部美紀子 氏
介護福祉士科学科長　高木直美　氏

介護技術研修
（入浴介助）

40
高齢・障害福祉
関係業務従事者

入浴介助の目的や器具等の使い方を学び、実際に入浴体
験して利用者の気持ちを感じることで、利用者への安心・安
全なサービスの提供の実現を目指す。

日本福祉大学中央福祉専門学校
介護福祉士科学科長　高木直美　氏
介護福祉士科専任教員　板部美紀子 氏

医療基礎知識研修
（障害）

60
障害関係事業所
職員

障害福祉施設において、利用者・医療機関との関わりの中
で必要となる、医療基礎知識や連携を円滑にする方法を学
ぶ。

一般財団法人
名古屋市療養サービス事業団
名古屋市港・熱田訪問看護ステーション
所長　中村美喜　氏

精神障害研修 各100
高齢・障害福祉
関係業務従事者

障害特性や原因、関わり方について学ぶとともに、当事者
やご家族を招いて、本人たちの取り巻く環境や症状、ニー
ズを直接感じてもらう。

社会福祉法人親愛の里　中村区障害者基幹相
談支援センター
センター長　関戸久美子氏
名古屋市精神障害者家族会連合会　ご家族の
皆様
特定非営利活動法人「名古屋サーティーン」
代表理事　河合俊光　氏
および当事者の皆様

医療基礎知識研修
（高齢）

60
高齢関係事業所
職員

高齢者福祉施設において、利用者・医療機関との関わりの
中で必要となる、医療基礎知識や連携を円滑にする方法を
学ぶ。

一般財団法人
名古屋市療養サービス事業団
名古屋市港・熱田訪問看護ステーション
所長　中村美喜　氏

薬学基礎知識研修 100
高齢・障害福祉
事業所職員

薬の服薬管理に関する基礎知識及び副作用や相互作用、
注意点について学ぶことで、利用者の安全の向上を目指
す。

名古屋市薬剤師会　近藤満里子　氏

アンガーマネジメン
ト研修

100
高齢・障害福祉
事業所職員

怒りや悲しみ等の感情をコントロールし、状況を客観的に見
るための方法を学ぶことで、衝動的に感情が高まっても自
身で沈静化し適切に対処できる力の向上を目指す。

株式会社プラススマイル
代表　濱崎 明子　氏

権利擁護研修 各100
高齢・障害福祉
事業所職員

判断能力が低下した方の権利を守るための成年後見制度
や障害者差別・虐待についての基礎知識や関係機関とそ
の役割などを学び、権利擁護の理解の向上を目指す。

名古屋市社会福祉協議会
権利擁護推進部　職員

防災研修 80 経営者・管理者等

自然災害の多発や、新型コロナウイルス感染という新たな
脅威がある中、今までの防災対策に加え、Withコロナの時
代での防災について考え、適切な防災体制づくりを目指
す。
※研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法につ
いての理解を図る研修を実施します。

防災アドバイザー
（兵庫県立大学大学院　減災復興政策研修科
准教授）
紅谷昇平　氏
NPO法人　愛知県防災士会
理事　小塚達也氏

ターミナル期の利用者に対して、本人や家族が望む最後を
迎えるために、プロとしてどのような支援ができるのか、また
心構えや家族・職員のケアについて学ぶ。

元気がでる介護研究所
代表　高口光子　氏

排泄ケア研修 100
高齢・障害福祉
事業所職員

排泄ケアの意義やおむつの果たす役割と上手な使い方を
学ぶとともに、実技演習を通して排泄介助の負担軽減等、
スキルの向上を目指す。

各30
高齢・障害福祉
事業所職員

心肺蘇生法や止血法といった応急手当の知識・技術や
AEDの使用法について学び、緊急時に対応できる人材を
育成する。（６回とも同一内容）

【１回目】【３回目】【５回目】は午前コース　 ９:30～12:30
【２回目】【４回目】【６回目】は午後コース　13:00～16:00

感染症対策研修 各100

感染対策の基本となる手指衛生、環境衛生、ワクチンなど
について現状を振り返り、学びなおす。新型コロナウイルス
の感染伝播の状況を捉え、高齢・障害福祉事業所における
基本的な感染対策を学習する。インフルエンザ、ノロウイル
スなどの健康被害を及ぼす感染症に対して、適切な感染
予防と発症時の迅速な対処について学習する。
※研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法につ
いての理解を図る研修を実施します。

浜松医科大学　医学部看護学科
教授　脇坂浩　氏

高齢・障害福祉
事業所職員

ＩＣＴ活用による
業務効率化研修

株式会社イコール 代表取締役 小林知久氏
福祉の職場でのICTを活用した業務効率化方法や事例等
を学び、業務負担の軽減とともに働き方改革の実現を目指
す。

高齢・障害福祉
事業所職員

各100

高

齢

・

障

害

福

祉

職

員

向

け

共

通

研

修

ス
キ
ル
ア

ッ
プ
研
修

応急手当研修センター　指導員
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研修体系区分研　　　修　　　名 日時・場所 定員 対象 研　　　修　　　の　　　ね　　　ら　　　い 講　師

令和 4年 9月 9日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 4年 9月21日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 4年11月30日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 4年 8月31日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 4年11月18日

10:00～16:00

オンライン研修

 【1回目】令和 4年 9月 5日

 【2回目】令和 4年10月 7日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 4年11月24日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 5年 2月 9日

10：00～16：00

オンライン研修

令和 5年 2月13日

10：00～16：00

名古屋市医師会館

令和 5年 1月25日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 5年 2月17日

10:00～16:00

オンライン研修

障

害

福

祉

職

員

向

け

研

修

知的障害研修

強度行動障害研修 100
障害者(児)支援
関係業務従事者

強度行動障害の特性に配慮した支援法を学ぶことで、自
傷・他害行為を減らし、虐待の防止といった利用者の処遇
の向上を目指す。

国立重度知的障害者総合施設
のぞみの園　職員の皆様

相談支援技術研修 50

100
障害者(児)支援
関係業務従事者

障害者総合支援法や障害者虐待防止法、差別解消法など
制度策定までの時代背景等の基礎知識を学ぶとともに、利
用者を支援するにあたっての姿勢を振り返る機会とする。

椙山女学園大学　人間関係学部
人間関係学科
教授　手嶋雅史　氏

放課後等デイサービス事業の成り立ち等の背景や職員とし
て必要な視点を確認するとともに、他機関との連携、利用
者及び家族との関わり方や支援方法を学び、職員のスキル
向上を目指す。

ＮＰＯあいち障害者センター
理事長　近藤直子　氏

100
障害者(児)支援
関係業務従事者

知的障害の特性について理解を深めるとともに、当事者の
ニーズに基づくそれぞれに合った支援方法等を学び、職員
のスキル向上を目指す。

長野県北信圏域障害者生活支援センター所長
日本相談支援専門員協会　顧問
相談支援専門員　福岡寿　氏

発達障害研修 100
障害者(児)支援
関係業務従事者

発達障害の特性及び行動の見方や目的、アセスメントにつ
いて学ぶことで、どのような支援が必要かを判断する能力
等、職員のスキル向上を目指す。

アイズサポート　代表　伊藤久志　氏

サービス等利用
計画作成研修

50 相談支援専門員
サービス等利用計画作成の意義について理解し、アセスメ
ント、目標設定していく過程を学び、事例検討を通して利用
者特性を理解したマネジメント技術を高めることを目指す。

愛知県相談支援専門員協会　代表理事
日本相談支援専門員協会　理事
蒲郡市社会福祉協議会
福祉総合相談室準備室　室長　鈴木康仁　氏

職
種
別
研
修

分
野
別
研
修

障害福祉制度研修

サービス管理
責任者
・

児童発達支援
管理責任者

日本福祉大学　社会福祉学部
社会福祉学科
教授　木全和巳　氏

就労支援研修 60
就労支援事業所
従事職員

認知行動療法のひとつである、ＳＳＴ（ソーシャル・スキル
ズ・トレーニング）を学ぶことで、社会生活上で様々な困難
を抱える人たちの自己対処能力を高め、自立を支援する技
術の習得を目指す。

同朋大学　社会福祉学部　教授
社会福祉学科長（社会福祉専攻）
精神保健福祉士　吉田みゆき　氏

サビ管・児発管のた
めの
個別支援計画
作成研修

相談支援専門員

一人一人のニーズから支援を組み立てるため、ソーシャル
ワークアセスメントのために欠かせない面接技法を学ぶ。ま
た、ニーズ主導アセスメントを演習を通して経験することで、
現場で実践できるアセスメントスキルの向上を目指す。

日本福祉大学　社会福祉学部
社会福祉学科
教授　大谷京子　氏

放課後等デイサー
ビス研修

100

各100

制度の最新情報及び今後の動向を把握するとともに、利用
者の「望み」「生活」を支援するためにサービス管理責任
者・児童発達支援管理責任者としてどのような視点が必要
かを学び、計画作成スキル及び利用者へのサービス向上
を目指す。

グループホーム
世話人等研修

40
グループホーム
世話人等

グループホームの基礎知識を学び、事例検討を通じて、利
用者が安全で安心できる地域やホームなどの環境づくりに
ついて考えるとともに、世話人同士の情報共有・問題の解
決法等話し合う機会とする。

社会福祉法人あさみどりの会
法人共同生活援助事業所
総括主任　丹下靖　氏

障害児支援
基礎研修

100
障害児支援
関係業務従事者

障害児支援の基本理念や児童の発達段階に応じた支援方
法や保護者との関わり方、障害児個別支援計画に基づく
適切な支援について学ぶことで、障害児支援の質の向上
を目指す。

名古屋キリスト教社会館　加藤淳　氏
あさみどりの会　山本智恵　氏　他

障害児支援
関係業務従事者
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令和 2年 12 月 11 日に閣議決定された国の『防災・減災、国土強靭化のための 5か

年加速化対策』に基づき、引き続き社会福祉施設等の耐震化対策や安全性に問題のあ

るブロック塀等の補強・改修整備が求められています。 

社会福祉施設等の耐震化 

■新耐震基準施行（昭和 56 年 6 月 1 日）以前に建築された建物のうち、建築基準法

に基づく耐震基準を満たしていない建物については、耐震補強整備など、必要な対策

の検討を行っていただきますようお願いいたします。 

■賃貸等で建築年度や耐震補強の実施状況が不明な場合は、家主等に確認するなどし、

把握に努めてください。 

安全性に問題のあるブロック塀等の補強・改修整備 

■『ブロック塀等の点検基準』（次頁）を参考に安全点検を実施してください。 

■点検の結果、安全性に問題があるブロック塀等については、速やかに付近通行者へ

の注意表示などを行ってください。併せて、補強・改修整備など、必要な対策の検討

を行っていただきますようお願いいたします。 

国庫補助制度等の活用について 

■耐震補強整備やブロック塀等の補強・改修整備は、国庫補助制度の対象となります。

補助協議を検討される場合は、お早めに障害者支援課施設事業係（担当：福田・脇坂・

参納、電話：052-972-2560）までご相談ください。 

社会福祉施設等の耐災害強化対策 

（耐震補強整備及びブロック塀等補強・改修整備）について 

◆国庫補助制度を活用した本市の補助制度について（令和 5年度整備協議分） 

〔耐震補強整備〕 

対 象：新耐震基準施行（昭和 56 年 6月 1 日）以前に建築された建物における地震防

災対策上必要な耐震補強整備 

  補助率：国 1/2、市 1/4、法人 1/4（予定） 

〔ブロック塀等補強・改修整備〕 

  対 象：安全点検の結果、問題のあるブロック塀の工事を伴う補強・改修整備で、総

事業費 300 千円以上のもの 

  補助率：国 1/2、市 1/4、法人 1/4（予定） 
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住宅都市局の助成制度について 

■名古屋市住宅都市局においても、耐震化やブロック塀の撤去に関する以下の助成制

度があります。ご活用ください。 

（参考）ブロック塀等の点検基準 

区 分 点検基準 

組積造 

※れんが造、石

造、鉄筋のない

コンクリートブ

ロック造 

高さ 1.2ｍ以下であること 

厚さ 壁頂までの距離の 1/10 以上であること 

控え塀 4ｍ以下ごとに塀の厚さの 1.5 倍以上突出した控え塀があること 

基礎 基礎があること 

亀裂など 亀裂、傾き、ぐらつきなどがないこと 

補強コンクリー

トブロック造 

高さ 2.2ｍ以下であること 

厚さ 10 ㎝以上あること（高さ 2ｍ超の場合は 15 ㎝以上） 

控え塀 3.4ｍ以下ごとに塀の高さの 1/5 以上突出した控え塀があること 

基礎 コンクリートの基礎があること 

亀裂など 亀裂、傾き、ぐらつきなどがないこと 

上記の調

査で問題

があった

場合 

(設計図等やブロックの一部取外し等により確認) 

・鉄筋の接合方法、モルタルの充填状況は建築基準法施行令（以下

「令」という。）第62条の6に照らして適切か。 

・鉄筋のピッチ及び定着状況は、令第62条の8に照らして適切か。 

・基礎の根入れ深さは、令第61条又は第62条の8に照らして適切か。

一般的なブロック塀の図  

（出典 ：パンフレット「地震からわが家を守ろう」

日本建築防災協会 2013．1 より一部改変 ） 

〔耐震化関係〕

・耐震相談員派遣制度、耐震診断の助成、耐震改修工事の助成など 

（※事業所の建物構造等により対象とならない場合もあります） 

〔ブロック塀の撤去〕 

・道路に面する高さ 1m以上のブロック塀等の撤去に対する助成 

【問い合わせ先】住宅都市局耐震化支援室（市役所西庁舎 3F） 電話：052-972-2787 
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障害福祉サービス費等の
請求について

令和５年３月

愛知県国民健康保険団体連合会

介護福祉室
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2

○通知書類は電子請求受付システム等に掲載されますので、画面から取得してご覧ください。
（郵送ではありません）

〔１〕通知書類の種類

【請求翌月の第１営業日】

・障害福祉サービス費等支払決定増減表 ※請求書記載の金額と明細書の合計金額に差がある場合のみ
（返戻がある場合等）

・返戻等一覧表 ※返戻がある場合のみ

【請求翌月の１０日（10日が土日祝の場合は前営業日）】

・障害福祉サービス費等支払決定額通知書

・障害福祉サービス費等支払決定額内訳書

・福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ ※処遇改善加算等を算定された場合のみ

・障害福祉サービス費等過誤決定通知書 ※過誤申立をされた場合のみ

※ご注意ください！

通知書類は取得から３ケ月を経過しますとシステムから削除されます。

必ず印刷して保管するかパソコン内に保存する等してください。

１．通知書類について

へんれい

◇電子請求受付システム（WEBサイト）から取得する

①

②

電子請求受付システム総合窓口（http://www.e-seikyuu.jp/） にアクセス

代理請求（ユーザIDがHD～始まる）の場合も
「障害者総合支援の請求はこちら」から

ログインします。

〔２〕通知書類の取得方法
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処理対象年月（請求年月）
で絞り込むこともできます

④
⑤

取得ボタンをクリックします。
通知書類はデスクトップ等に保存してください

保存したファイルの開き方⇒P.8

取得したい書類に を入れます。
（取得日時が“未受領”の場合は
が入った状態で表示されます）

③

◇簡易入力システムから取得する場合

①

②

③ ④

⑤

⑥

取得したい書類に を入れます。
（取得日時が“未受領”の場合は
が入った状態で表示されます）

通知書類取得をクリックします。
通知書類はデスクトップ等に

保存してください。
保存したファイルの開き方⇒P.8

請求年月「令和年 月」の送信待ちの請求情報があります。

令和年月

請求年月「令和年 月」の請求情報が送信待ちです。

請求年月「令和年 月」の印刷できる請求情報があります。

令和 年月

令和3年5月

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和１年5月1日

令和１年5月10日 10:00

令和年月日

令和年月日

「最新情報更新」をクリック
すると【ログイン】画面が表
示されます。電子請求受付シ
ステムの[パスワード]を入力
しログインします。

【情報】画面が表示されます。
＜ＯＫ＞をクリックします。
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◇取込送信システムから取得する場合

①
② ③

④

⑤

取得したい書類に を入れます。
（取得日時が“未受領”の場合は
が入った状態で表示されます）

通知書類取得をクリックします。
通知書類はデスクトップ等に

保存してください。
保存したファイルの開き方⇒P.8

令和年月日 10:00

令和3年5月10日 10:00

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和3年5月1日

令和3年5月1日

令和年月日

令和年月 日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日
令和年月日

令和年月

「最新情報更新」をクリッ
クすると【ログイン】画面
が表示されます。電子請求
受付システムの[パスワー
ド]を入力しログインします。

【情報】画面が表示されま
す。＜ＯＫ＞をクリックし
ます。

◇デスクトップに保存したファイルを開く

請求システムから取得したアイコン（①）をダブルクリックすると
フォルダ（②）がデスクトップ上に作成されます

①

②
フォルダ（②）をダブルクリックします

③

電子請求受付システム（WEBサイト）から
取得した場合は②から進んでください
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エラーコード エラーメッセージ エラー内容 確認ポイント 対応方法

① EG01・EG02 資格：受給者台帳に
サービス提供年月時
点で有効な受給者の
認定情報が登録され
ていません

該当する受給者証番号が
受給者台帳に登録されて
いない

・受給者証番号に誤りが
ないか
・市町村番号に誤りがな
いか

・入力内容が誤ってい
る⇒修正後、再請求
・誤りがない
⇒市町村に確認し再請
求

② EG03・EG07 資格：受給者台帳に
サービス提供年月時
点で有効な受給者の
支給決定情報が登録
されていません

請求明細書のサービスが
受給者台帳に登録されて
いない

・サービスコードに誤り
はないか

・入力内容が誤ってい
る⇒修正後、再請求
・誤りがない
⇒市町村に確認し再請
求

③ EG13 資格：受給者台帳に
サービス提供年月時
点で有効な受給者の
支給決定情報が登録
されていません

請求明細書のサービスが
受給者台帳に登録されて
いるが、支給決定期間が
切れている

・受給者証の支給決定期
間が切れていないか
・他のサービスに切替っ
ていないか
・契約情報に終了した
サービスを載せていない
か（→P.11参照）

・入力内容が誤ってい
る⇒修正後、再請求
・誤りがない
⇒市町村に確認し再請
求

④ PP19 支給量：実績記録票
に該当するサービス
が請求明細書に存在
していません

①実績記録票のみ返戻等
一覧表に出力：明細書の
提出がない
②明細書と実績記録票が
対で返戻等一覧表に出
力：明細書にエラーがあ
るために実績記録票も連
動してエラーになった

①実績記録票と明細書
を併せて再請求
②明細書のエラーを修
正のうえ、実績記録票
と併せて再請求

◆よくあるエラー

２．照会の多いエラーについて

エラーコード エラーメッセージ エラー内容 確認ポイント 対応方法

⑤ EC05 該当の請求情報は既
に受付済、または請
求情報内で重複する
情報が存在していま
す

契約情報に同じサービス
が２行以上記載されてい
る

契約内容報告書（確認リ
スト）に同じサービスが
複数記載されていないか
（→P.11参照）

最新の契約情報だけ記
載し、再請求。
（月途中で契約支給量
が変更になった場合で
も、契約情報には最新
のものだけを記載しま
す）

⑥ EC09 修正、または取消の
対象となる利用者負
担上限額管理結果票
が存在していません

修正対象となる、過去に
請求された上限額管理結
果票がない

上限額管理結果票の返戻
再請求分について、情報
作成区分を「修正」とし
て提出していないか
（→P.12参照）

情報作成区分を「新
規」で再請求

※返戻等一覧表に関する問い合わせ先

・エラーコードが「S」「T」で始まる場合：市町村の審査による返戻→該当市町村へ

・上記以外のエラーコード：国保連合会の機械審査による返戻→国保連合会へ
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⑤EC05 該当の請求情報は既に受付済、または請求情報内で重複する情報が存在しています

※同じサービスが２行記載さ

れていると「重複エラー」に

なります。

月途中で契約支給量が変更に

なった場合は変更後の契約情

報のみ記載してください。

【契約内容報告書】

「◆よくあるエラー」から③、⑤、⑥について解説します

③EG13 資格：受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の支給決定情報が登録されていません

“身体介護の請求なし”
でも返戻になります

【契約内容報告書】

【請求明細書】

◎受給者台帳上の支給決定：身体介護決定（Ｒ４.3.1～Ｒ４.4.30：終了）
家事援助決定（Ｒ４.3.1～Ｒ５.３.３１）

※終了したサービスを契約情報に載せてしまうとエラーになります。
サービス月時点で有効なサービスのみ記載してください。

《令和４年５月提供分》

令和4年3月1日

令和4年3月1日

令和4年3月20日

令和4年3月1日 令和4年3月19日

⑥EC09 修正、または取消の対象となる利用者負担上限額管理結果票が存在していません

例）コクホタロウ（ハナコ） Ｒ４年4月利用分 上限額管理結果票

令和４年５月受付分にて返戻（EC09エラー） → 令和４年6月再請求

【令和４年６月に再請求した上限額管理結果票】

情報作成区分が修正のため
EC09エラーに。
※返戻分の上限額管理結果票を
再請求する場合は
情報作成区分を「新規」のまま
提出してください。

最初の請求が
返戻になっている

令和 4年 4月分

令和4年5月受付分

令和4年4月
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当
月
請
求
分

請求期間内
（１～１０日）

・送信済データを取下げてから
修正データを送信してください。
・事業所のパソコンから取下げを行います。
・取下げ方法は
⇒P.14「〔１〕請求期間内の取下げ」へ

前月までの請求分
（返戻になっていないもの）

市町村に過誤申立を行ってください。
⇒P.19「〔２〕過誤申立（取下げ依頼）について」へ

３．送信済データの取下げについて

○請求データ送信後、誤り等に気付き、修正したデータを再度送信したい場合、
送信済データの取下げを行う必要があります。

○送信済データの取下げは、時期によって対応方法が異なります。
対応方法については以下のとおりです。

※当月請求分における１１日以降の取下げ及び修正は行えません。
翌月第１営業日の返戻等一覧表を確認し、前月までの請求分と同様に過誤申立を行ってください。

事
業
所

Ａ

1回目

Ａ’

2回目

返戻

連
合
会

電子請求受付システムデータ受付時の仕様について

①同じ「市町村番号・受給者番号・サービス提供月」のデータを２回送信した場合
→１回目に受付（送信）したデータを正当データとして扱い、当該データにて審査・支払を行います。
→２回目に受付（送信）したデータは重複請求で返戻（エラーコード：EC01）となります。

※２回目のデータが正当(１回目のデータが誤り)である場合、１回目の送信データを取下げしてください。

②市町村番号・サービス提供月が同じで受給者番号が異なるデータを２回送信した場合
→別データのため、複数回に分けてデータ送信していただいて問題ありません。

※同一の市町村番号・サービス提供月の請求書が２回送信された場合、２回目送信の請求書のみが
重複請求で返戻となります。こちらに関しては、再請求する必要はありません。
（明細書データに基づき審査支払いを行うため。）

③市町村番号・受給者番号が同じでサービス提供月が異なるデータを２回送信した場合
→別データのため、複数回に分けてデータ送信していただいて問題ありません。

〔１〕請求期間内の取下げ

①の場合のフロー図
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【簡易入力システムでの取下げ方法】

②

①

③ ④

⑥

⑤
取下げたい
データを選択

＜請求状況の表示について＞

・取下げボタン押下後→「取下げ依頼中」

・（「取下げ依頼中」が表示されてから約５分後）

最新情報更新ボタン押下→「取下げ済み」

①請求システムから取下げを行う場合

請求年月「令和年 月」の送信待ちの請求情報があります。

請求年月を
当月にします

令和年月

令和年月日
令和年月日

令和 年月 日

令和年月

請求年月「令和年 月」の請求情報が送信待ちです。

請求年月「令和年 月」の印刷できる請求情報があります。

【取込送信システムでの取下げ方法】

①

② ③

⑤

④
取下げたい
データを選択

＜請求状況の表示について＞

・取下げボタン押下後→「取下げ依頼中」

・（「取下げ依頼中」が表示されてから約５分後）

最新情報更新ボタン押下→「取下げ済み」

請求年月を
当月にします 令和年月

令和年月日 10:00

令和年月日令和年月日
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②電子請求受付システム（WEBサイト）から取下げを行う場合

電子請求受付システム総合窓口（ http://www.e-seikyuu.jp/）にアクセス

①
②

③

④

⑤

処理対象年月＝請求年月。

例えば当月が令和４年５月であれば

処理対象年月＝20２２/0５の

詳細ボタンを押下します。

取下げたいデータの
取下げボタンを押下

取下げボタンの
ないデータは
取下げできません

2022/05

2022/05

2022/05/05 10:00

2022/05

2022/05

2022/05
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①10,000円で
請求

②10,000円支払

③市町村に過誤申立
（何月に過誤をするのか市町村と調整）ex.９月調整の場合

④7,000円で
再請求

⑤▲10,000円
取下げデータ

⑥3,000円返金（相殺）

令和４年6月

令和４年７月

令和４年８月

令和４年９月

令和４年1０月

請求誤り
発覚

事業所 国保連合会 市町村受付月

例） A事業所の令和４年5月サービス分にかかる過誤の流れ

令和４年９月請求分に、
再請求分以外の請求（令和４年８月サービス分
等）があれば、全体の金額から取下げ分を差し
引きします。

○支払済の請求データ、あるいは支払予定の請求データを取下げる場合は「過誤」という処理になります。

※以下例のように現在、請求・審査・支払処理は、明細書データ単位で処理がされます。
市町村への過誤申立により、過去の明細書データに対し減額分のみが調整されることにはなりませんので、
必ず修正データを再請求する必要があります。

〔２〕過誤申立（取下げ依頼）について

◆過誤についての注意点

②利用者負担上限額管理結果票は過誤申立をしても取下げされません。

①過誤申立データの送信時期について必ず市町村と調整を行ってください。

過誤申立の際には、「何月に連合会へ過誤申立データの送信をするのか」市町村へ確認していただき、
該当月の１～１０日に当月請求分に併せて過誤申立分を送信してください。

【過誤申立を行ったデータの再請求がない場合】
当月請求分の金額から過去に支払済の金額を取下げし相殺するため、
事業所からの請求金額より支払額が少なくなります。
なお、当月請求分の支払金額より過誤金額が上回った場合、
請求月翌月に事業所から国保連合会へマイナス分の金額を振込みしていただくことになります。

※振込方法等については、国保連合会よりご連絡します。

利用者負担上限額管理結果票を修正する場合は、「情報作成区分」を「修正」としてデータ作成し請求して
ください。

※上限額管理事業所が他事業所で、自事業所の利用者負担額が変更となる場合は、上限額管理事業所より当
該結果票を送信していただく必要があります。

▼簡易入力システム・利用者負担上限額管理結果入力画面

令和年月分
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４．「請求事務ハンドブック」の掲載について

○サービス提供事業所等向けパンフレット（小冊子）「請求事務ハンドブック」が
電子請求受付システム（WEBサイト）の「お知らせ一覧」に掲載されています。

電子請求受付システム総合窓口 障害者総合支援の請求はこちら お知らせ一覧
2021/05/28 請求時にご活用いただける「請求事務ハンドブック」の改版について

掲載場所

請求情報の作成方法やよくある質問等が
記載された約30ページの小冊子です

５．「請求関連資料」の掲載について

○電子請求受付システムのトップメニュー「請求関連資料」を活用することで
請求事務に必要となる資料を参照することができます。

電子請求受付システム総合窓口（ http://www.e-seikyuu.jp/）にアクセス

①
②
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「ファイルまたはリンク」欄にあ
る資料のリンクをクリックするこ
とで参照できます。

該当サービスをクリックすると
右図が出てきます。

サービスごとに報酬算定構造や
サービスコード表等を参照するこ
とができます。

「請求関連資料」からお勧め資料をご案内します。

○サービス実績記録票記載例

「サービス実績記録票記載例」のリンクを
クリックすると右図のように各サービスの
実績記録票記載例が参照できます。
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○サービスコード表

該当サービスをクリックすると
右図が出てきます。

「サービスコード表【ＰＤＦ】」のリンク
をクリックすると右図のように各サービス
のサービスコード表が参照できます。
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※「障害福祉サービス費等の請求について」
の掲載場所
本会ホームページトップページ
→介護福祉関係の皆様
→障害福祉サービス事業所向け
→障害福祉サービス費等の請求について

ここでは、お問い合わせの多い「市町村番号一覧表」および「地域区分表」の掲載場所につきまして、
ご案内いたします。

６．「市町村番号一覧表」および「地域区分表」の掲載について

○本会ホームページ「障害福祉サービス費等の請求について」より

当該リンクをクリックする
と右図が参照できます。

○電子請求受付システム「お知らせ一覧」より

電子請求受付システム総合窓口（ http://www.e-seikyuu.jp/）にアクセス

①
②
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赤枠をクリックすると右図
の画面へ推移します。

赤枠をクリックすると右図
が参照できます。
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令和 5年 3月 

 関 係 各 位 

名古屋市健康福祉局長 

福祉避難所の設置・運営へのご協力のお願い 

日頃は本市の福祉行政にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

本市では、南海トラフ巨大地震を始めとする大規模災害への事前の備えとし

て、避難に際し配慮の必要な方（障害のある方、要介護・要支援認定のある方

等）を対象とした「福祉避難所」の指定又は協定を締結（以下、「指定等」と

いう。）することを推進しているところです。 

福祉避難所は、身体等の状況や医療的ケアの面で、入院や介護施設への入所

の必要はないものの、小中学校等の一般の指定避難所では、段差・トイレ等で

生活に支障をきたす方に避難していただく施設です。 

発災直後、原則として当該施設のサービス利用者とその家族のうちあらかじ

め特定した方を速やかに受け入れる指定福祉避難所と、一般の指定避難所に避

難していただいた後に、その方々の状況を確認した上で移動していただく協定

福祉避難所があります。 

福祉避難所は、東日本大震災や平成 28 年熊本地震においても被災地の各地

に設置され、要配慮者の避難支援対策の中でも重要な役割を担っています。 

福祉施設・事業所の皆様におかれましては、福祉避難所の指定等についてご

検討くださいますようお願い申し上げます。 

ご連絡いただきましたら、個別に訪問しご説明させていただきます。 

（参考） 

福祉避難所指定等か所数 

 137 か所（令和 4年 4月 1日現在） 

指定等している主な事業所種別 

（高齢者福祉施設）通所介護事業所、特別養護老人ホーム（通所介護併設）等 

（障害者福祉施設）生活介護事業所、就労継続支援事業所等 

【本件のお問い合わせ先】 名古屋市健康福祉局監査課調査係（西村・落合） 

                 ℡ 052-972-2510 Fax 052-972-4150 

               E-mail: a2510-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 
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福 祉 避 難 所 の 概 要 資料１

福祉避難所とは、一般の指定避難所や福祉避難スペースでの生活が困難な要配慮者（主として高

齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する方）を対象とした避難所であり、バリアフリー等

の設備・体制が整った社会福祉施設等を利用して開設されます。本市の福祉避難所には、指定福祉

避難所と協定福祉避難所があります。※指定福祉避難所と協定福祉避難所の相違点については、資

料２参照

福祉避難所とは

身体等の状況や医療面でのケアの必要性から介護保険施設や病院等へ入所・入院するに至らない

方であって、避難所での生活において配慮を必要とする方とします。

対象者を介助する方も、対象者本人とともに福祉避難所に避難することができます（介助者は１

人までとし、要配慮者数には算入しません）。※対象者の避難の流れについては、資料３参照

車いす利用者や一人での移動が困難な方など、小・中学校では段差があってトイレに行けな

いような方のために、ハード面で適している避難所に移ってもらうということを想定したもの

で、福祉避難所自体に対象者の介護をお願いするものではありません。

① 福祉避難所の設置、維持及び管理【夜間の宿直を含め１人以上の配置】

〔以下は個々の事業所の状況に応じて事前に取り決めます〕 

② 被災した要配慮者の福祉避難所への移送 

③ 被災した要配慮者や家族からの相談を受けたり、福祉・保健医療 

サービスを受けられるよう関係機関への連絡調整（要配慮者を概ね 

10 人受け入れ、相談員を１人配置した場合に限る） 

④ 食事の提供や生活必需品の支給 

社会福祉事業を行う事業所のうち、次に掲げる基準を満たす施設を、指定福祉避難所として指定

又は協定福祉避難所として協定を締結させていただきます。

＜指定福祉避難所＞ 

① 速やかに、特定の要配慮者の受け入れ、生

活関連物資を避難者に配付することが可能な

構造又は設備を有するものであること

＜協定福祉避難所＞ 

① 一般の指定避難所において、行政職員が振

り分けをした要配慮者の受け入れが可能な構

造又は設備を有するものであること

＜指定福祉避難所・協定福祉避難所共通＞ 

② 土砂災害（特別）警戒区域の区域外に位置すること

③ 過去の浸水実績や浸水予測結果から判断し、避難者の安全空間（階）を確保できること

④ 耐震・耐火構造の建築物で、原則としてバリアフリー化がされていること

⑤ 避難者用スペース（1 人当 2 ㎡）が確保でき、利用にあたり無料であること

※ 福祉避難所を開設しながら通常事業を再開することは差し支えありません（再開にあたっては

事業所管課にご相談ください）。

※ 想定している事業所は、主にデイサービス等通所事業を行う施設ですが、特別養護老人ホーム

等入所施設についても、入所者（緊急入所を含む）の処遇に支障がない範囲でご検討ください。

災害救助法が適用され、法

による救助とみなされるも

のにかかる費用について

は、全額を市が負担しま

す。

指定福祉避難所・協定福祉避難所

福祉避難所の事業内容

福祉避難所の対象者
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福祉避難所制度の主な相違点 

名 称 指定福祉避難所 協定福祉避難所

対 象 者

原則として高齢者及び障害者の通

所施設のサービス利用者とその家

族 

発災後に一般の避難所において行

政職員が振り分けをした要配慮者

とその家族 

開 設 の

タイミング

発災後、準備ができ次第速やかに

開設 
発災後、4日目以降を目標 

避 難 方 法
発災後、準備ができ次第速やかに

避難 

まずは一般の避難所へ避難し、そ

こで行政職員が福祉避難所の対象

者を振り分けした後、福祉避難所

へ移送 

避 難 支 援

発災後、行政からの依頼を待つこ

となく、施設は安否確認及び避難

支援を行う 

発災後、行政から依頼があった場

合に、施設は可能な範囲で移送に

協力 

物資の備蓄

原則として食糧、水等の 3 日分を

施設にて予め備蓄 

（補助制度を令和4年度より開始）

4日目以降の開設のため、開設に併

せて行政が運び入れる 

（福祉避難所には備蓄しない） 

公表・公示

名古屋市地域防災計画に掲載する 

が、広く公表はしない 

施設名、所在地、受入れ対象者を

公示 

名古屋市地域防災計画に掲載する

が、広く公表はしない 

費 用

災害救助法による救助とみなされ

るものにかかる費用について全額

を市が負担 

同左 

資料２ 
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資料３

大規模災害発生 

指定緊急避難場所 

指定避難所へ避難 

福祉避難スペース 

指定避難所内のバリア 

フリー等の一定の要件 

が整ったスペース 

指定福祉避難所 

要配慮者の避難支援のイメージ

発災後、概ね４日目

以降を目標に開設

家族・隣近所で助け合って

指定避難所等へ避難

重度の要介護認定の方

常時医療的ケアを要する方

など

対応・移送先を決定 

行政職員等 

指定緊急避難場所：命を守るため、災害の危険

からまずは逃げるための場所 

指定避難所：自宅が被災して帰宅できない場

合、一定期間、避難生活を送るためのところ 

※避難の方法の詳細はナゴヤ避難ガイドを参照

居住スペースでは避難生活が困難な要配慮者

原則として通所系

のサービス利用者

とその家族

福祉避難スペースでも避難生活が困難な要配慮者

協定福祉避難所 
施設への緊急入所 

医療機関へ入院 発災後、準備ができ

次第速やかに開設
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※別添参照



ＳＮＳのフェイスブックとツイッタ

ーには、名古屋市障害者支援課のペー

ジがあり、左記のウェルネットなごや

に新着記事を掲載したことをお知らせ

しています。 

登録していただくと、新着記事が掲

載されたことをリアルタイムに知るこ

とができます。 

ぜひ職員の方々にもお声かけいただ

き、フェイスブックやツイッターで、

名古屋市障害者支援課を登録してくだ

さい。 

登録方法は下記のとおりです。 

【フェイスブック】 

※ フェイスブックのアカウントを持っていない方は「いいね！」ができません。 

次のＵＲＬを検索してください。 

https://www.facebook.com/ngy.shougaishashienka
右のQRコードを読み込むと接続が簡単です。 

「いいね！」をクリック（タップ）すると登録されます。 

【ツイッター】 

次のＵＲＬを検索してください。 

https://twitter.com/ngy_shoushi
右のQRコードを読み込むと接続が簡単です。 

「フォローする」をクリック（タップ）すると登録されます。 

新着情報をリアルタイムにお知らせしています!! 
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